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まえがき 

 

薬物の製造と不正取引における主要な進展を掘り下げ、薬物使用のパターンと関連する

害を調査した UNODC の Flag Ship である World Drug Report の 2024 年版を発表できる

ことを誇りに思います。 

この包括的な World Drug Report の 2024 年版は、世界の薬物問題の絶え間なく進化する

課題を明らかにし、違法な麻薬取引に関連する苦しみ、死、暴力の厳しい現実を描いてい

ます。 

組織犯罪グループは、法の支配の不安定性とギャップを利用して薬物不正取引活動を拡

大し、脆弱な生態系に損害を与え、人身売買などの他の形態の組織犯罪を引き起こしてい

ます。コカインの生産量は過去最高に達しており、ラテンアメリカでの生産量の増加に加

え、ヨーロッパ、アフリカ、アジアでの薬物使用や市場の拡大も相まって、過去最高を記

録しています。また、南西アジア、中近東、南東ヨーロッパでの覚醒剤・アンフェタミン

不正取引の増加や、北米でのフェンタニルの過剰摂取など、合成薬物が人々やコミュニテ

ィに大きな害を及ぼしています。一方、アフガニスタンでは、事実上の当局があへん禁止

令を発令した。これは、農民の生活や収入に大きな影響を与えており、持続可能な人道的

対応が求められています。 

今年の World Drug Report は、アフガニスタンでのあへん禁止の影響、薬物障害治療へ

のアクセスが限られている女性の間での合成薬物の無作為使用、ゴールデントライアング

ルにおける薬物取引と組織犯罪との関連性、大麻と幻覚剤に関する規制と立法の変更の概

要に特化した特別な章を特集しています。 

この World Drug Report の 2024 年版には、初めて健康と薬物使用の権利に関する章も含

まれており、この権利の実現と進捗状況の評価に関する将来の議論の出発点となることを

願っています。世界の薬物問題の影響を受けたあまりにも多くの人々、特に薬物使用に対

する偏見や差別に直面し続けている女性たちが、健康への権利を否定されています。健康

への権利はすべての人に普遍的であり、薬物を使用する人々は、コミュニティのすべての

メンバーとともに、その権利を享受しなければなりません。これは、包括的で、効果的で、

自発的で、すべての人が差別なく利用でき、人々の尊厳を守る薬物治療、ケア、サービス

を提供することを意味します。 

World Drug Report の 2024 年版は、健康介入と並行して、違法薬物市場を対象としたよ

り戦略的な司法介入を求めています。最新のデータによると、700 万人が薬物関連の犯罪

で法律に触れていましたが、その 3 分の 2 は薬物使用または使用のための所持でした。司

法の対応は、麻薬取引を煽る上で重要なトップレベルのアクターに焦点を当て、麻薬使用

者の治療を支援しながら、取引業者に責任を負わせようとしている必要があります。 

さらに、薬物経済を解体するための長期的な取り組みは、単に違法な作物や収入を代替

えするだけでなく、貧困、開発不足、不安定さなど、違法な作物栽培の背後にある根本的



な構造的原因に対処する社会経済的機会と代替手段を提供する必要があります。 

また、合成薬物使用のリスクが特に高い若者を薬物取引に引き入れる要因にも的を絞ら

なければなりません。これらのパターンと傾向に光を当てるにあたり、この World Drug 

Report の 2024 年版が、政策立案者、研究者、およびすべての利害関係者が、世界の薬物

問題によってもたらされる課題に対処するための政策対応を形成し、行動を動員するため

の重要なリソースと証拠基盤として機能することを願っています。 

 

                  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04 第４章 その１ 

大麻: 規制の変化と管理物質（薬物）の非医療的使用を可能にする環境の新しい展開 

過去 10 年の間に、カナダ、ウルグアイ、および米国のいくつかの州で薬物に関する政策

が変更され、成人集団における大麻の非医療使用のための完全なサプライチェーン(栽培、

生産、販売)の開発が合法化された。これらの州・管轄区域での政策変更以来、他の地域で

も新しい政策の展開が見られる。  

北米では、医療大麻市場の波及と擁護団体によるロビー活動という文脈で政策変更が行

われ、大麻使用のリスクに対する一般の認識が低下した。業界と一部の州・管轄区域の両

方での商業的利益も、政策変更を推進する役割を果たした可能性がある 1。  

過去 20 年間で、1970 年代の休止期間の後、幻覚物質の治療的使用と、さまざまな精神

疾患の治療に使用するための臨床研究への投資に新たな関心が寄せられている。しかし、

現在進行中の医学研究の有望な結果は、すでに政策変更につながっており、米国のいくつ

かの州・管轄区域で「準治療的」使用 3、4、オーストラリアでの医療使用、カナダの 1 つの

州・管轄区域で幻覚剤へのアクセスが許可されている５。さらに、より広範な「サイケデ

リック・ルネッサンス」6、7、8 の中には、科学的な治療上の証拠や医療利用のガイドライン

の策定を凌駕する可能性のある開発があり、この状況が、1971 年の向精神薬に関する条約

により、正式に認可された者によって科学的かつ極めて限定的な医療目的でのみ許可され

ている幻覚剤の使用９において、監視されない「準治療的」および非医療的使用への広範

なアクセスを奨励する環境を作り出す可能性がある。幻覚剤への商業的関心の高まりとと

もに、幻覚剤におけるこれらの開発は、一部の法域で非医療用大麻への広範なアクセスの

道が広げられた展開と似ているが、幻覚剤の場合はより速く、より大きくなっているよう

である。  

これらの問題を探求するにあたり、この章では、合法化を超える規制変更、あるいは非

医療用大麻の流通チェーン全体の合法化についての増大する状況をレビューし、カナダ、

米国、ウルグアイにおいて実施されている非医療用大麻のサプライチェーン全体の合法化

の影響を測るための関連するいくつかの指標について最新情報を提供する。この章の最後

の部分では、非医療用途での大麻へのアクセスの展開と並行して、臨床試験や医学研究を

超えた商業的利益によって進められるさまざまな展開についても考察する。これにより、

監視されていない非医療環境での幻覚物質へのアクセスの道がさらに開かれる可能性があ

る。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大麻の非医療使用および医療大麻の使用を許可する米国の管轄区域と 

大麻へのアクセスを許可しない管轄区域、2023 年 12 月 

この地図に示されている境界と名前、および使用されている指定は、国連による公式の承認または

承認を意味するものではない。出典:全米州議会会議、2023 年 12 月  

 

包括的な医療大麻プログラム 

CBD/Low THC プログラム 
成人向けの非医療使用および医療使用規制プログラム 

大麻への一般のアクセス禁止 

 



医療用大麻  

2020 年現在、64 カ国が国内法に規定を設けているかガイドラインを策定しており、さま

ざまな病状に対するカンナビノイド医薬品や大麻ベースの製品の医療使用を認めている a。

患者に医療用大麻由来の製品へのアクセスを提供する規制アプローチは、国によって異な

る。その一部には、非常に特殊な病状を持つ患者が、市場承認を得た大麻製品のみにアク

セスできるというアプローチがある－これは、品質、有効性、安全性の基準に基づいて、

医薬品のマーケティングをサポートするための証拠をレビューおよび評価し、決められた

投与量と使用の適応という特定の状況下で製品を販売するためのライセンスを付与するプ

ロセスである。その対極にあるのが、自己申告した疾患を持つ人なら誰でも、医師の推薦

やマリファナ調剤師の裁量による医療調剤薬局を通じて、または医療用の大麻植物の自家

栽培を通じて、品質を限定的に管理して製造された大麻由来の製品(THC 含有量が高く、

CBD 含有量が少ない製品を含む)にアクセスできるというアプローチである a。 

1980 年代半ばにエンドカンナビノイド・システム（体内カンナノイド受容体）が発見さ

れ、1990 年代を通じてそのシステムに対する理解が深まった後、大麻と大麻抽出物の治療

的使用の可能性に対する新たな関心が高まった b,c。しかし、特定の疾患の治療におけるカ

ンナビノイドの有効性の証拠は限られており、通常、カンナビノイドは、患者がその疾患

の従来の治療に反応しなかった後、または補助療法としての使用が推奨される d, e。化学療

法による吐き気や嘔吐、成人の慢性疼痛、多発性硬化症の痙縮症状のある者、てんかんの

治療に大麻やカンナビノイドが有効であるという結論付けされたあるいは実質的な証拠が

示されている f、g、h。しかし、他の疾患の治療における大麻の有効性の証拠は、現時点では、

中程度か不十分、または決定的なものではない f。 

 

a UNODC, World Drug Report 2023, Booklet 2, Contemporary Issues on Drugs, 2023.  

b Roger G Pertwee, “Cannabinoid Pharmacology: The First 66 Years: Cannabinoid 

Pharmacology”, British Journal of Pharmacology 147, No. S1 (January 2006): S163–71.  

c Vincenzo Di Marzo and Stefania Petrosino, “Endocannabinoids and the Regulation of Their 

Levels in Health and Disease”, Current Opinion in Lipidology 18, No. 2 (April 2007): 129–

40.  

d Adjunctive treatment of therapy means that certain medications are added to other medical 

treatment rather then used on their own.  

e European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Medical Use of Cannabis and 

Cannabinoids: Questions and Answers for Policymaking (Luxembourg: Publications Office 

of the European Union, 2018).  

f National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine and Board on Population 

Health and Public Health Practice, The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The 

Current State of Evidence and Recommendations for Research, The National Academies 



Collection: Reports Funded by National Institutes of Health (Washington D.C.: National 

Academies Press, 2017).  

g Anne Katrin Schlag, “An Evaluation of Regulatory Regimes of Medical Cannabis: What 

Lessons Can Be Learned for the UK?”, Medical Cannabis and Cannabinoids 3, No. 1 (15 

January 2020): 76–83.  

h Penny F. Whiting et al., “Cannabinoids for Medical Use: A Systematic Review and Meta-

Analysis”, JAMA 313, No. 24 (23 June 2015): 2456. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



非医療用大麻へのアクセスを許可する規制の変更  

2024 年 1 月現在、カナダ 10 とウルグアイ 11 は立法手続きを通じて、また米国の 27 の管

轄区域(23 州、3 準州、コロンビア特別区)12、13 は、住民投票または立法措置を通じて、非

医療用大麻の製造と販売を許可する法的規定を制定している。これらの州・管轄区域に加

えて、米国の他の 15 の州レベルの管轄区域では、さまざまな程度の許容範囲で医療大麻プ

ログラムに関する規定があり、9 つの管轄区域では、「低 THC、高 CBD」の製品について、

限られた状況での医療使用を許可している。大麻の非医療使用が合法化されたカナダと米

国の州・管轄区域のほとんどは、営利産業による生産と販売を許可しているが、ウルグア

イでは、部分的に管理され、州が規制した小売市場があり、商業化は限られている１４。 合

法化に先立って、さまざまな程度の管理と規制で、大麻の医療使用を幅広い条件で許可す

る措置が取られている。規制、実施方法 15、およびサプライチェーンの管理における異な

るアプローチは、特に公衆衛生と公共安全の結果に関連して、非医療大麻市場にさまざま

な影響を与えている 16、17、18、19。 

カナダ、米国、ウルグアイで見られる、大麻の非医療使用のための全サプライチェーン

合法化または管理下での開発に加えて、他の国では他の立法アプローチも出現しており、

さまざまな状況下での非医療使用のための大麻栽培と販売のさまざまなレベルが許可され

ている。これらの様相は、医療以外の目的で大麻を規制するアクセスの程度を多様なもの

にしている。  

 

ドイツ  

ドイツでは、2024 年 4 月 1 日に大麻法(Cannabisgesetz, CanG)が施行され、2024 年 7 月

1 日からは、大麻クラブでの非営利的な共同栽培に関する法律が施行される 20。同法の第 1

の柱は、成人が個人的な使用のために私的に自己栽培すること、および大麻クラブや協会

での大麻の非商業的な栽培を認めたことである。また、同法の第 2 の柱は、非医療用大麻

の商業流通チェーンを策定する地域パイロットプロジェクトを認めたことである 21。 

この法律の主な目標は、特に子供や若者の健康を保護することに焦点を当てることとさ

れている。具体的には；教育と予防；違法な大麻市場の抑制である。法律の規定により、

成人は公共の場で 25 グラムの大麻を所持すること、自宅での栽培として最大 3 本の大麻植

物を栽培すること、個人使用のために自宅で 50 グラムを所持することが許可されている。  

非営利の大麻クラブでは、個人的な使用のために大麻を栽培し、会員に配布することが

許可されている。栽培クラブは、18 歳以上で、少なくとも 6 か月間ドイツに居住している

500 人の会員に限定される。栽培クラブの会員は、個人消費のために 1 日あたり最大 25 グ

ラムの大麻と月に最大 50 グラムの大麻を受け取ることができる。18 歳から 21 歳までの非

営利の大麻クラブの会員には、特定の規定が施行されている。そのような若年の会員にた

いしては、分配できる大麻の量は、月に 30 グラムに制限され、許容される THC 含有量は

10%に制限されている。大麻クラブは、学校、子供や青少年の施設、遊園地から 200 メー



トル以内では許可されていない。大麻栽培エリアは公に見えてはならず、外部からのアク

セスができない様にする必要がある。 

大麻の使用は、子供や青少年がすぐそばにいる場所、および子供や青少年が定期的に訪

れる施設や場所の周りの立ち入り禁止区域内では許可されない。さらに、大麻製品とクラ

ブの両方について、広告と財政支援は厳しく禁じられている。さらに、大麻を使用する

人々や特定のグループを対象とした意識向上キャンペーンと予防活動が開始される予定で

ある。大麻法の影響は段階的に評価され、2 年後に中間報告が、施行から 4 年後に最終報

告が予定されている。  

 

ルクセンブルク  

ルクセンブルクでは、2023 年 6 月から新しい法律が施行され、自宅での非医療用大麻の

栽培と所持が合法化された。法案第 8033 号は、「非医療用途のための大麻への合法的なア

クセスのためのパイロットプロジェクト」22 の第一段階であり、1973 年 2 月 19 日の医薬

品販売および薬物嗜癖との闘いに関する法律を改正することにより、個人使用のための大

麻植物を 1 世帯あたり最大 4 本まで規制することを目的としている。コンプライアンス

（法律順守）を確保し、不正な栽培を防ぐために、厳格なガイドラインが設けられている。

大麻植物は人目につかないようにしなければならず、個人的な使用は私的な空間に厳密に

制限されている。これらの規則に違反した場合、刑事罰が科せられる 23。  

このような個人栽培の規制に取り組む中で、ルクセンブルクは、公共の場での少量(3 グ

ラム未満)の所持に関連する罰則を変更する新しい規制を導入した 24。公共の場での大麻の

使用は依然として禁止されているが、3 グラム未満を所持または運搬していることが判明し

た成人は、現在、刑事訴訟の複雑さが軽減され、迅速化されている。罰金は 25 ユーロから

500 ユーロの間に減額され、145 ユーロの警察の警告のオプションもある 25。 公共の場で

の少量の大麻に対する自家栽培の合法化と罰則の軽減は、パイロットプロジェクトの一連

の初期措置であり、その目標は違法市場とその公衆衛生と安全への影響を抑制すること、

そして、非医療目的での大麻の供給を規制することとされている。ただし、このパイロッ

ト プロジェクトは、継続的な評価と適応の検討対象とされている。公衆衛生をさらに保護

し、潜在的に安全でない大麻製品の規制されていない並行市場の出現を防ぐために、パイ

ロットプロジェクトは、パイロットプロジェクトの省庁間ワーキンググループが推奨する

ように、将来 THC 含有量が 0.3%を超える大麻種子の私的および個人的な使用のための包

装と物理的な販売に関する規制を実施することを目指している。これらの措置は、非医療

用大麻製品の品質と安全性を確保しつつ、それらへのアクセス制御を容易にすることを目

的としている 26。 

 

 

 



マルタ  

2021 年、マルタは大麻の責任ある使用のための行政担当部署を設立し、大麻に関する既

存の法律を改正する法律を可決した 27。18 歳以上の人が個人使用のために最大 7 グラムの

大麻を所持すること、および安全で目立たない場所で最大 4 本の大麻植物を個人的に栽培

することは、もはや犯罪としていない。ただし、大麻の消費は私的な空間に限定されてお

り、公共の消費は行政罰金につながる可能性がある。大麻の 7 グラム以上から 28 グラムま

での個人的な所持は、現在も、違反と見なされ、50 ユーロから 100 ユーロの行政罰金が科

せられる 28。 さらに、7 グラムの個人制限を超える過度の所持、または密輸や密売の疑い

がある場合は、警察による大麻の押収につながる可能性がある。最後に、大麻の最大所持

量は、居住者の数に関係なく、自分の登録された住居内で 18 歳以上の者が個人で使用する

ための乾燥大麻 50 グラムと植物 4 本に制限されており、大麻植物を人々の目に見えないよ

うにしなければならない 29。 

また、個人は、会員が医療以外の目的で大麻を栽培することに特化した大麻ハームリダ

クション協会(CHRA)を設立または参加することも認められている。これらの認可を受け

た団体は、大麻の責任ある使用のための当局への登録を含む、厳しい規制を遵守しなけれ

ばならない。当局は、大麻を栽培および所有してその会員に配布する民間団体を規制する

だけでなく、大麻に関する国家政策について政府に助言し、非医療目的での大麻の使用を

監視するメカニズムを導入する責任を持つ。大麻栽培のためのこれらの協会は、非営利ベ

ースで運営し、マルタの自主組織法のガイドラインを遵守する必要がある。大麻の配布は

厳密に会員に制限されており、各協会は 500 人の会員数を超えることを禁じられているが、

大麻使用者はそのような協会のひとつだけの会員になることができるよう制限されている。

追跡可能性（トレーサビリティ）と説明責任を確保するために、協会が配布する各貨物に

は、明確なマーキングを付ける必要がある。さらに、協会は会員の登録を維持し、会員あ

たり最大 7 グラムの毎日の配布制限と会員あたり 50 グラムの月間制限を遵守することが義

務付けられている 30。 

 

オランダ王国  

オランダ王国では、非医療用大麻の所持と販売は刑事犯罪である。それにもかかわらず、

オランダの法律では、大麻(マリファナまたはハシシ)または大麻植物 5 グラムを超えない

量については容認されている 31。同様に、オランダ王国では大麻の生産と流通が禁止され

ているが、大麻コーヒーショップの小売業者(敷地内で大麻を消費できるのは店内にいる者

のみ)は、違法市場から大麻を調達しており、これは、しばしば「バックドア問題（裏口問

題）」と呼ばれる現象として知られている。最近、オランダ政府は、ブレダとティルブルフ

の自治体をはじめとして 10 の自治体で、非医療用途の大麻の栽培を許可し、その供給を正

式に管理することを始めた 32。 これは、そのような非犯罪化を実施する最も適切な方法を

検討し、サプライチェーンの非犯罪化が公衆衛生と安全に及ぼす影響を評価しようとする



ものである。具体的には、この実験は、「品質管理された大麻の生産と流通が、生産から

販売までの全チェーンで実施され、非犯罪化されるかどうか、またそれをどのように実現

できるか、さらに、閉鎖的な供給チェーンが効果的であるかどうかを評価する」ことを目

的としている 33。  

参加自治体のコーヒーショップは、広告の禁止、1 人 1 日あたり最大 5 グラムの許容量、

公共の迷惑行為の禁止、アルコールとハードドラッグの禁止など、実験中にこれまでの多

くの既存のルールを引き続き遵守しなければならない 34。また、 承認された栽培者からの

み大麻を購入、保管および販売する。また、在庫と販売の両方の大麻の種類と量、その出

所、および薬物の輸送に関与する運送業者に関する情報を記録する必要がある。また、コ

ーヒーショップは、大麻の販売がオランダ王国の居住者のみに行われるようにしなければ

ならず、また、そのスタッフは、医療大麻以外の使用とそれに伴うリスクに関する情報を

顧客に提供するための訓練を受けなければならない 35。  

 

南アフリカ  

南アフリカでは、2018 年に憲法裁判所が下した判決により、成人が私邸で大麻を所持、

使用、栽培することを禁じる国内法の規定が同国の憲法に違反すると判断された 36。しか

し、憲法裁判所は、関連する法律においてこれらの憲法違反を是正する方法について議会

が審議することを可能にするために、その命令の適用を 24 ヶ月間停止した 37。 

この停止期間中、成人による私的な大麻の所持、使用、栽培は刑事犯罪とは見なされな

いが、一方、公共の場での、または未成年者や同意のない成人の面前での大麻の使用は引

き続き禁止された 38。  

憲法裁判所が提起した問題に対処するために、2023 年に新しい私的目的のための大麻法

案が国民議会で承認された。この法律は現在、議会の上層部である全国州評議会に上げら

れている。この法案は、個人の住居で成人が大麻を栽培、所持、使用するための法的規定

を定めている。栽培に使用される種子や苗の量に制限はないが、栽培自体は、大人 1 人あ

たり 4 本の顕花大麻草またはそれに相当するもの、または 2 人以上の大人が住む住居あた

り 8 本の顕花大麻草またはそれらに相当するものに制限されている 39。 また、公共の場で

の大麻の個人所持は、乾燥大麻またはそれに相当するもの 100 グラム、または 1 本の顕花

大麻草またはそれに相当する植物に制限されている。個人の住居では、大人 1 人あたり

600 グラムの乾燥大麻、または 2 人以上の大人が住む住居 1 人あたり 1,200 グラムが最大許

容される。大麻の販売は法案の下で禁止されたままであるが、大麻を贈与することは特定

の規定の下で許可されている。贈与の規定量は、栽培材料の場合、30 個の種子または苗木

または制限を超えない組み合わせ、つまり、1 つの顕花大麻草またはそれに相当するもの、

または 100 グラムの乾燥大麻またはそれに相当するものである。さらに、この法案は、乾

燥大麻由来の製品、および前述の規定によって設定された制限外の大麻植物および栽培材

料の栽培、所持、提供、および取引に関連する活動は犯罪化している。この規定に違反し



た場合の罰則は、罰金(例えば、公共の場での大麻吸煙)から、取引可能な量または商業的

な量の乾燥大麻製品の所持に対するものまでに対しての 6 年から 15 年の懲役まで多岐にわ

たる。  

 

スイス  

2021 年以降、スイスは麻薬法に基づくパイロット試行に関する条例(BetmPV)を通じて、

州、市町村、大学、その他の組織が協力してパイロット試行を実施し、代替規制戦略が大

麻の非医療使用に与える影響を評価し、スイスの大麻市場の規制の可能性とその限界に関

する意思決定に情報を提供するためのエビデンスを得ることを許可している 41,42。パイロ

ット試行は最長 5 年間実施され、1 回限りの 2 年間の延長も可能としている。各パイロッ

ト試行の参加者数は 5,000 人を超えてはならず、すでに非医療用大麻を使用していることを

証明できる成人のみが参加資格がある。各パイロット試行は、スイスの状況に固有の優先

事項は何であるかを調査することを目的としている。これらには、個人および公衆の健康

促進、公共の秩序の促進と大麻に関連する犯罪の減少、未成年者の医療以外の大麻の使用

からの保護、危険にさらされている若者のための支援メカニズムの構築、および規制監督

と管理されたサプライチェーンの確立を目指す大麻の効果的かつ公平なガバナンスを確保

するための措置などが含まれている。  

現在、スイスでは 7 つの承認された大麻のパイロット試行がある。全体として、これら

のパイロット試行は、大麻市場の規制がもたらす国民の健康と公共の安全についての改善

効果をよりよく理解するために、さまざまな流通モデルと規制モデルの比較理解を可能に

するように設計されている。Basel 州では、パイロット試行ひとつである Weed Care（大麻

ケア）が、薬局を通じた非医療大麻の規制販売が、調査研究参加者の大麻使用パターンと

健康にどのような影響を与えているか、を現在の状況(大麻が違法市場から供給されてい

る)と比較して調査している 44 。Liestal と Allschwil の地域で行われている Grashaus プロジ

ェクトは、訓練を受けた販売員が、大麻ショップで「有機栽培の高品質の大麻」をきちん

と企画され、管理された方法で販売した場合の、大麻消費パターンの変化、非医療大麻の

使用による害の軽減、違法に調達された大麻の使用とそれに伴う問題の最小化、身体的、

心理的、社会的な観点からの全体的な健康と幸福の促進につながる可能性はどのようなも

のであるかを研究している 45 。Geneva では、La Cannabinothèque が、非医療大麻への規

制されたアクセスを提供するプログラムがどの程度理解を高めることができるかを評価す

ることを目指している 46。Zurich では、パイロット試行の Züri Can が、大麻使用パターン

と調査参加者の健康に対する影響を調査するために、管理された栽培から選ばれた非医療

大麻製品を調達し、さまざまな販売店を通じて配布している 47。  また、非医療大麻市場を

規制するカナダ Quebec 州のモデルに基づいて、Lausanne の Cann-L では、違法市場から

の供給に代わるものとしての非営利の大麻販売アプローチの実現可能性と潜在的な効果を

評価するように研究設計がなされている 48。 また、SCRIPT は、Lucerne、 Biel 、Bern の



各都市における非医療用大麻の使用に対する、薬局での規制された非営利の大麻販売と関

連するアドバイザリーサービスの影響を評価するパイロットプロジェクトである 49。  

タイ  

タイでは、最近の法的通知により、医療以外の目的での大麻使用の法的地位が不明瞭な

ままになっている。禁止物質（薬物）のリストから大麻を削除したことで、法的な空白が

生まれ、その後、大麻の非医療的使用を規制することを目的とした複数の通知が行われて

いる。これらの新しい通知や規制に加えて、大麻の非医療的使用に関連する多くの犯罪は、

1990 年代からの法律でまだ取締りの対象となっている。  

タイ伝統医学知識保護促進法(Protection and Promotion of Thai Traditional Medical 

Knowledge Act B.E. 2542)に基づき、タイは大麻植物の開花上部を規制ハーブに分類し、規

制当局の監督下に置いている。従って、そのような規制されたハーブの研究、輸出、販売、

または加工には正式な承認が必要である。承認許可を得た者は、医師の指示がない 20 歳未

満の個人、妊娠中または授乳中の女性、および生徒・学生への大麻販売の禁止など（ただ

しこれだけに限定したものではない）を含む法定条件を遵守する必要がある。さらに、管

理されたハーブであっても、自動販売機、電子プラットフォーム、またはデジタルネット

ワークを介した配布や大麻製品の商業広告は禁止されている。大麻抽出物は、麻薬法に基

づき、その製造、流通、使用に許可が必要な麻薬として規制されている。この規制の枠組

みは、医療目的および特定の健康製品での使用を管理することを目的としており、製造業

者が必要な許可を取得し、消費者の安全を確保し、誤用を防止するためにさまざまな通知

で概説されている確立された基準に準拠することを保証するものである 50。  

しかし、タイでは大麻に関する法律が急速に変化する可能性がある。公衆衛生省は、内

閣の検討のために大麻および麻法の草案を提出した。この法案は、医療給付を活用し、(麻

の)産業応用を可能にし、大麻と麻の科学的研究を促進することを目的として、大麻と麻の

栽培、生産、流通、輸入、輸出をカバーする包括的な規制および監督メカニズムを導入す

ることを目的としている。このような規制措置は、公衆衛生を保護し、大麻や麻の消費に

関連する潜在的な悪影響から脆弱な人々を保護することを目的としている。また、この法

案は、誤用を抑止し、娯楽目的での消費を禁止し、これらの植物の栽培許可を求めるため

の条件を課すことも目指している 51。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



オレゴン州の薬物の非犯罪化に関する短い経験  

世界には、大麻だけでなくその他の規制物質(薬物)を含めてその無許可の所持または使用

に対する刑事罰を撤廃した(または課したことがない)国がある。米国では、連邦法は薬物

の所持または流通に対する刑事罰を保持しているが、この点に関して地方自治体および州

レベルでは、薬物政策を変更しているところもある。その変更は、主に特定の目的での大

麻の供給の合法化に向かうか、あるいはその所持または使用を非犯罪化または非罰化する

ものである。広く注目されている州の 1 つであるオレゴン州は、非医療用途の薬物所持を

あらゆる薬物に拡大することを目指していた。この取り組みは、米国では薬物政策の変更

の最前線にあるものであったが、西ヨーロッパやラテンアメリカの他の国々にとっては目

新しいものではなかった。オレゴン州では、そのような取り組みが最近逆転した。この動

向は、公共の場での薬物所持が再犯罪化されたカナダのブリティッシュコロンビア州での

最近の変化 a とともに、薬物政策改革の結果が薬物政策の実施が行われる特定の状況に大

きく依存することを理解することの重要性を強調するものである。また、薬物依存の性質

および特定の行動を犯罪化することの抑止効果について、政策変更の因果関係について推

論を導き出そうとする際、その地域の特定の状況を踏まえる重要性を強調するものである。 

オレゴン州の法案 110 号は、薬物依存症治療・回復法とも呼ばれ、2020 年 11 月 b にオレ

ゴン州の有権者の約 60%が可決した住民投票で、すべての規制薬物の所持に対する刑事罰

を民事違反として再分類するものである。ただ、規制薬物の製造と流通、および大量の所

持は、罰則の対象となる犯罪行為であり続けている。法案 110 号は、コカイン、ヘロイン、

メタンフェタミンなどの少量の規制薬物の所持を非犯罪化した。軽犯罪ではなく、少量の

所持者は逮捕、刑事告発、投獄の可能性があったため、これらの物質(ヘロイン 1 グラム、

コカイン 2 グラム、メタンフェタミン 2 グラムなど)の少量を所持していることが判明した

個人は、今後、民事上の違反の対象となり、最大 100 ドルの罰金を支払うこととされた。

なお、当該個人が健康評価を完了した場合にはその罰金は免除される c。 

この法案はまた、薬物治療および回復サービス基金を設立し、これは大麻税からの収入

と、法執行および投獄の費用の削減によって生み出された財源によって賄われることにな

っていた。この基金は、解毒サービス、カウンセリング、低バリア物質（薬物）使用障害

治療、ハームリダクションサービス、住宅支援、ピアサポートプログラムを提供する民間

サービスプロバイダーへの助成金の提供を通じて、薬物依存症治療サービスへのアクセス

拡大を支援することになっていた。所持犯罪の再分類は 2021 年 2 月に発効し、州議会は

2021 年後半に、治療サービスの提供と他のサービスおよびアウトリーチへのアクセスの拡

大を必要とする措置の他の要素を実施するための法律を可決した d。当初から、この対策の

サービス側は、立法の実施の遅れ、不十分な助成金管理、治療のための限られた資金のた

めに深刻な課題に直面していた。州による内部監査では、サービス提供の断片化と利害関

係者の協力の欠如が、スクリーニングを受ける予定の人々に治療を提供し、サービスを提

供するという対策の取り組みの多くが危機に曝されていることが明らかになった。これは、



オレゴン州がすでに米国で 2 番目に物質（薬物）使用障害の割合が高く、治療へのアクセ

スを提供するという点で最下位にランクされていたことを考えると、懸念されることであ

った。 なお、全体的な逮捕、薬物に関連しない逮捕、または暴力犯罪の逮捕に大きな増加

はなかった f。  

2024 年初頭、オレゴン州議会は、法案 110 の一部を覆すことを圧倒的多数で可決し、規

制薬物の所持を軽犯罪とし、最長 6 ヶ月の懲役刑を科し、法執行機関が個人を薬物治療に

紹介することを奨励した g。法改正が数年後に逆転したため、オレゴン州での薬物所持を非

犯罪化した政策の影響をこの短期間で正確に評価することは困難である。オレゴン州では、

過去数年間で薬物の過剰摂取が増加している。ただ、薬物使用と過剰摂取による死亡は、

薬物法を変更しなかった近隣の州でも増加しており、フェンタニルが米国の西半分に広が

ったことによる、薬物市場の根本的な変化が指摘されている。  薬物所持を非犯罪化した他

の国や地域と比較して、オレゴン州は、この措置の有効性を損ない、その逆転をもたらし

た可能性のある追加の課題に直面している。国民皆保険サービスへのアクセスが維持され、

経済的不平等が小さいヨーロッパの多くの国・地域とは異なり、オレゴン州ではスクリー

ニングと治療の実施は、民間の医療提供者への公的資金の付与に依存している。これらの

サービスを管理する規則と資金提供は数年遅れ、州の内部監査によれば、契約の冗長性と

物質（薬物）使用障害治療の「孤立した性質（それぞればらばらの性質）」のために効果

的ではなかった l。非医療目的での薬物所持を再犯罪化することが、オレゴン州における公

共の場での薬物使用や関連障害、薬物過剰摂取による死亡を含む薬物使用問題に何らかの

影響を与えるかどうかは、まだ不明である。さらに、再犯罪化が投獄のレベルや警察と市

民の相互作用にどのように影響するかを監視する努力が必要になる。 

 

a Office of the Premier, “B.C. Moves to Ban Drug Use in Public Spaces, Taking More Steps  

to Keep People Safe | BC Gov News,” April 26, 2024.  

b Secretary of State of Oregon, “November 3, 2020, General Election Abstract of Votes 

Measure 110,” n.d., https://sos.oregon.gov/elections/Documents/ results/november-

general-2020.pdf.  

c Secretary of State of Oregon, “Drug Addiction Treatment and Recovery Act,” August 15, 

2019, https://sos.oregon.gov/admin/Documents/irr/2020/ 044text.pdf.  

d Oregon Health Authority, “Oregon Health Authority : Drug Addiction Treatment and 

Recovery Act (Measure 110) : Behavioral Health Division : State of Oregon,” n.d., accessed 

April 25, 2024.  

e Oregon Secretary of State, “Oregon Health Authority: Too Early to Tell: The Challenging 

Implementation of Measure 110 Has Increased Risks, but the Effectiveness of the 

Program Has Yet to Be Determined,” January 2023. 

 f Corey S. Davis et al., “Changes in Arrests Following Decriminalization of Low-Level Drug 
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states have long criminalized most drug possession. In early 2021, both Oregon and 

Washington became exceptions to this rule when they fully (Oregon ) 

g Oregon Health Authority, “HB4002 Factsheet,” March 10, 2024.  

h FB Ahmad et al., “Provisional Drug Overdose Death Counts,” National Center for Health 

Statistics, April 17, 2024. 

 i Julie O’Donnell et al., “Drug Overdose Deaths with Evidence of Counterfeit Pill Use-

United States, July 2019-December 2021,” MMWR. Morbidity and Mortality Weekly 

Report 72, no. 35 (2023): 949–56.  

j Michael Zoorob et al., “Drug Decriminalization, the Introduction of Fentanyl to Drug 

Markets, and Fatal Overdose in Oregon,” MedRxiv, 2024, 2024.04. 08.24305508.  

k Spruha Joshi et al., “One-Year Association of Drug Possession Law Change with Fatal 

Drug Overdose in Oregon and Washington,” JAMA Psychiatry 80, no. 12 (2023): 1277–

83.  

l Oregon Secretary of State, “Oregon Health Authority: Too Early to Tell: The Challenging 

Implementation of Measure 110 Has Increased Risks, but the Effectiveness of the 

Program Has Yet to Be Determined.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



合法化の影響に関する最新情報  

公衆の健康や安全に関する懸念など、公共政策上の懸念から生じる要因と、利益や税収

に突き動かされる野心が組み合わさって、カナダとウルグアイ、および米国の州レベルの

管轄区域では、大麻のサプライチェーンが合法化され、医療以外の目的での大麻の製造と

販売を許可する措置が採用された。大麻の合法化を評価することは複雑な作業であるとい

う事実にもかかわらず、そのような政策変更の賛成派と反対派の両方から、さまざまな措

置の結果を見る努力がなされている。しかし、それらは多くの場合、いくつかの指標また

はそれらの組み合わせを選択して、特に、既存の結論（現状）に有利な傾向の結果に焦点

が当てられている。 

合法化の影響が完全に蓄積されるまでには何年もかかるかもしれない。また、政策変更

の影響(意図しない結果を含む)を完全に評価するためには、選択した指標を厳密に監視す

るのに何年もかかるかもしれない。しかし、その間に、政策変更の影響についての中間的

な結果を測る尺度として、これらの指標の短期的な変化を観察する必要がある。2020 年版

と 2022 年版の World Drug Report は、公衆衛生、公共安全、刑事司法制度の観点から、非

医療目的での大麻の営利目的の生産と販売を可能にした政策変更の結果について広範なレ

ビューを発表した。そこで、顕在化した懸念の 1 つは、大麻の合法化につながる政策の実

施は「オン/オフのスイッチ」ではなく、むしろ本質的に連続的なものであるが、一方、そ

れを評価する一般的な調査研究のデザインは「オン/オフのスイッチ」の観点から企画され

ると言うことである。また、大麻を合法化した州や管轄区域の間には体系的な違いや状況

の違いがあることを良く踏まえておくことが重要である。そのため、これらの州や管轄区

域の間で大麻政策の結果を比較することには困難が伴う。従って、州や管轄区域間で結果

を比較することは、理想的な自然の社会実験ではないので、その比較からは、大麻合法化

の異なる影響について十分な情報は得られない。大麻を合法化した州や管轄区域と合法化

していない州や管轄区域のそれぞれで、大麻の合法化前後を比較して指標の変化を見るこ

とも、指標の傾向は合法化の状況とは独立したものであるため、誤解を招く可能性がある。

ある州での合法化の影響は、医療目的での大麻使用を合法化していない他の州にも波及す

る可能性がある。  

これらの点を考慮の上、World Drug Report 2022 で発表された南北アメリカにおける大

麻合法化に関する政策変更の影響に関する初期の分析に基づいて、この章では、大麻政策

の変更が公衆の健康に与える影響と、大麻生産、大麻の販売および消費を合法化した州や

管轄区域における違法市場の存在に関する最新情報を簡単に紹介する。  

 

公衆衛生上の成果：成人集団における大麻使用は増加傾向にある  

成人集団における非医療用大麻の使用は、特に若年成人の間で、大麻の頻繁または日常

的な使用において、増加傾向を示している。この大麻使用の増加傾向は、カナダ、ウルグ

アイ、米国で見られる。カナダと米国では、商業用大麻が完全に合法化されるずっと前に、



大麻の使用の増加が観察されていた。米国の場合、大麻市場の拡大は 2007 年と 2008 年に

すでに明らかであり、その頃には実店舗型の「販売所」がコロラド州とワシントン州で一

般に向けて医療用大麻を販売していた(事実上の合法化)。これは、最初の 2 つの州が大麻

の商業流通チェーンと非医療使用を合法化した 2012 年より前のことである 52。米国におけ

る大麻使用の主な増加は、18 歳以上の成人の過去 1 か月の大麻使用と、1 日/ほぼ毎日の大

麻使用で観察することができ、2002 年から 2022 年の間にほぼ 3 倍に増加した。医療以外

の大麻使用が合法化された州では、大麻の使用に関する観測値は、合法化されていない州

よりも大幅に高い状態が続いているが、2 つのグループの州の傾向は非常に似ている。大

麻の非医療使用の合法化自体は、それを合法化した州での大麻使用の増加を説明するもの

ではない。コロラド州などの一部の初期の合法化導入州での大麻使用はもともと全国平均

よりも多かった。従って、合法化は単に以前に始まっていた力学を加速させただけであり、

大麻市場の拡大の原因ではなく、結果である可能性が高い。  

大麻の使用は依然として男性の方が女性よりも多い。一方で、過去 1 か月の大麻使用の

男女差はカナダと米国では縮小しているが、ウルグアイではそれほど減少していない 53。  

米国の場合、2003 年から2022 年の間に、女性の大麻使用は過去3倍以上に増加しており、

これは男性よりも大幅に高い増加率である 54。 

カナダの場合、大麻使用の年々の変化にもかかわらず、合法化後の最初の数年間、特に

20〜24 歳の若年成人の間で、大麻の過去 1 年間の使用、過去 1 か月の使用、および毎日/

ほぼ毎日の使用が大幅に増加したが、2020 年以降はある程度安定している 55。ウルグアイ

でも同様の傾向が見られ、2006 年から 2018 年の間に、一般集団の過去 1 年と過去 1 か月

の大麻使用は 2.5 倍に増加した。  

大麻を合法化した国や州・管轄区域は、それぞれ異なるレベルの大麻使用から合法化を

始めた。従って、成人における大麻使用の程度については、合法化の影響による結果が異

なる可能性がある。カナダとウルグアイ、そしてアメリカの州・管轄区域では、大麻の使

用は大麻が合法化されるずっと前から増加し始めていた。従って、成人集団における大麻

使用の増加は、政策の変更による影響の一部に過ぎず、政策の変更は以前に始まっていた

力学を加速させただけの可能性が高い。北米では、合法化に向けた動きは世代を超えて継

続的に進んできた。カナダおよび米国のほとんどの州・管轄区域では、合法化への道は、

大麻の医療使用を許可する構想を通じてもたらされたが、それらの構想にはさまざまな程

度の許容性と制限があった。このように、大麻の合法的な流通は事実上、正式な合法化よ

りも前から存在し、そのような初期の合法的な流通は、その後の正式な合法化よりも大麻

の使用範囲に大きな影響を与えた可能性がある。 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



青少年の大麻使用は、むしろ安定している  

カナダと米国での大麻の合法化は、これまでのところ青少年の薬物使用に影響を与えて

いないように思われる。これら 2 つの国の青少年の間では、大麻の使用は他の国よりもは

るかに高い状態が続いているが、COVID-19 パンデミックの数年間に大麻使用が減少した

にもかかわらず、一般的に安定した状態にある 56, 57 。大麻の毎日の使用も変化していない

が、北米の青少年の間では大麻の電子デバイスによる常習的吸煙が増加している 58。 特定

の年齢未満(18 歳から 21 歳、 州・管轄区域によって異なる)は、新しい規制によっても引

き続き禁止されている。 

しかし、ウルグアイでは青少年の大麻使用が増加し、2003 年から 2021 年の間にすべて

の経験率が倍増した。しかし、2016 年以降は安定した状態にあり、2015 年から導入され

た新政策が青少年の大麻使用の増加に歯止めをかけた可能性が示唆される 59。  

物質（薬物）のリスクについての認識と実際の物質（薬物）使用との間には逆相関があ

ることが明らかにされている。しかし、米国の青少年の場合、青少年の間での時折の大麻

使用のリスクについての認識は全体的に低下しているが、その一方で、この大麻使用のリ

スクについての認識の低下は、過去 1 年間の大麻使用経験率（実際の大麻使用経験）の動

向をみると、青少年の実際の大麻使用にまだ影響を与えていないように思われる（最近で

は大麻のリスクについての認識と実際の大麻使用の間の逆相関が見られない）60。 しかし、

大麻の電子デバイスによる吸煙による害のリスクについての認識の傾向は最近変化してい

ることを注視する必要がある。過去 2 年間で常習的な大麻の電子デバイスによる吸煙使用

が危険であると認識する生徒が増えている。この傾向が今後数年間続くと、最終的には青

少年の将来の大麻使用パターンに影響を与える可能性がある。  

カナダでは、合法化後の大麻の中程度の使用または常習的使用による害についての認識

に異なる傾向が見られ、大麻の喫煙または電子デバイスによる吸引については、そのリス

クについての認識は増加したが、食用大麻の場合には変化はなく、最近では減少している。

過去 12 ヶ月間に大麻を使用した者（年経験者）は、過去 12 ヶ月間に大麻の使用をしなか

った者に比べて、そのリスクについての認識が著しく低くなっている 61。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大麻の有害な使用と健康への影響   

大麻の有害で非医療的な使用は、大麻製品の毎日の使用や頻繁な使用、特に THC の含

有量が多く、CBD 含有量が少ないか、またはほとんどない大麻製品 62 の使用によるもので

あり、薬物使用障害や精神医学的併存疾患、特に精神病性障害を発症するリスクと関連す

る 63、64、65、66。 また、大麻常習者は、THC のレベルが高い大麻製品を使用する際、望む精

神活性効果を得るために、使用量を調整して使うことをしない傾向があるという実験的お

よび観察的研究からのエビデンスがある 67。  

全米の大麻の効力をマッピングした研究では、多くの州・管轄区域で、大麻市場に出回

っている製品の大部分が 15%を超える THC を含んでいたと報告されている 68、69、70。大麻

の花から高 THC 濃縮物(平均 50%以上の THC)まで、入手可能な大麻製品は多様である。 

米国で大麻の非医療使用を合法化しているさまざまな州レベルの管轄区域で、吸入製品や

食用食品 71 などの大麻製品の多様化は、製品の形態と THC 含有量を制限する規制を実施

しているケベック州を除いて、カナダでも見ることができる。ケベック州では、食用大麻

食品は許可されていないが、他の製品には最大 30%の THC を含むものが許可されている

72。 ウルグアイでは、THC 含有量と大麻製品の範囲は、カナダや米国よりも低いレベルで

設定されている。ウルグアイの販売所で売られている大麻の花の THC の最大含有量は 9%

であるが、これらの制限は大麻クラブや自家栽培には適用されない 73。大麻クラブでは、

最大 15%の THC を含む製品を販売することができる 74。  

大麻の合法化に関連する健康への影響に関連して、コロラド州では、大麻関連の緊急治

療室への受診と入院(大麻使用障害と依存症の治療を含む)は 2013 年以降大幅に増加してい

るが、2018 年以降は全般的に一定で推移している。食用大麻に関連する緊急治療室への受

診は、特に子供で最も増加している。さらに、コロラド州で行われた 2013 年から 2018 年

にかけての病院の緊急治療室への受診から得られた管理データを使用した研究では、コロ

ラド州での大麻販売店の開店に関連して、郡全体で精神病関連の緊急治療室受診率が平均

24%有意に増加したと結論された 75。 コロラド州では、大麻関連の救急外来受診の主な理

由として、精神症状や重度の心血管症状が報告されている 76。 最近は、大麻関連の入院率

は低下している。しかし、その割合は 2011 年から 2021 年の間に倍増した。COVID-19 パ

ンデミックに関連する種々の制限から、パンデミックの年(2020 年から 2021 年)の間は治

療を求めることが減り、治療へのアクセスに対する障壁が高くなったと言われている 77。  

大麻使用障害の増加傾向は、米国で大麻の非医療用途の流通が合法化される前の数年間

に始まったと思われる。さらに、精神障害や自殺願望を持つ者の割合、自殺未遂、意図し

ない過剰摂取による死亡、大麻の常用による殺人の割合が、特に若年成人の間で増加して

いる 78、79、80。  

カナダでは、2015 年 1 月から 2021 年 3 月の間に、大麻使用に関連する入院が、年齢と

性別で標準化された入院率でみると 1.6 倍に増加した(10 万人あたり 6.46 人)。入院者数の

相対的な増加で最も多かったのは、大麻による精神病で、次いで大麻の離脱症状（退薬症



状）、有害な使用、依存による入院であった。入院患者の 3 分の 1 は 15 歳から 24 歳であっ

た 81 。電子デバイスによる吸引、大麻濃縮物、食用大麻（食品）の入手可能性の増加は、

大麻の使用障害や大麻誘発性精神病による入院に見られるように、大麻の全体的な健康被

害を増大させる、より有害な大麻製品へのアクセスが、合法化によって開かれたことを示

唆している 82。 

成人における大麻使用の経験率の増加、使用頻度と量の両面での増加、大麻製品の THC

含有量の増加、大麻使用と大麻使用障害による入院の増加は、すべて相乗的に相互作用し、

大麻の使用をより有害なものにしている 83。  

 

 

 

 

違法市場の根強さ  

非医療用途の大麻流通の合法化は、大麻に対する強い需要がすでに存在し、違法なチャ

ネルを通じて満たされている状況で行われた。これまでのところ、これらのチャネルは合

法的な市場によって完全に置き換えられたわけではないが、一部の州・管轄区域では違法

な市場のためのスペースが減少していると報告されている。  

合法化後も残る違法市場の報告されている範囲は、州・管轄区域によって異なる。カナ

ダでは、2023 年第 3 四半期に大麻購入者の 4 分の 1 以上が無許可の流通源から大麻製品を



購入している。ただ、この割合は大麻の合法化以降減少し続けている 84、85 。大麻使用者 1

人あたりの平均大麻月間支出は、2018 年から 2023 年にかけて減少したが、2021 年から

2023 年にかけては概ね一定である；2023 年には、過去 12 ヶ月間に大麻を使用したカナダ

の人々の 73%が、通常は合法的な流通源から大麻を購入したと報告している 86。  

ウルグアイでは、2023 年 1 月現在、9 万人以上が国内で利用可能な 3 つの供給源、つま

り薬局、自家栽培、または大麻クラブを通じて大麻にアクセスしている。これは、ウルグ

アイ国内で大麻を使用する成人の推定数の 30〜35%を占めるのみであり、大麻常習者の需

要を満たすための合法市場の能力に大きなギャップがあることを示唆している 87 88, 89 。 

米国では、大麻の違法市場は、カリフォルニア州、コロラド州、ニューヨーク州、オレ

ゴン州、ワシントン州などにもさまざまな形で存在しており 90、91、これらの州の一部では、

住民の大多数が合法的な流通源から大麻を入手している 92。 さらに、カリフォルニア州な

どの一部の大麻販売店は、「店舗で営業し、認可されたディーラーとして自分自身を提示し

ながら」、申請書の提出と年間更新料の支払いを避けるために、合法的なライセンスを取

得しないことを選択する場合がある 95。また、コロラド州では、無許可の栽培、国有林で

の栽培、大麻が違法である近隣の州への大麻の密輸など他の違法行為が行われており、違

法市場の蔓延が見られる 96。さらに、違法市場は、しばしば合法市場や準合法市場(「グレ

ーマーケット」と呼ばれる)と並行して運営されており、特に価格、品質、アクセス性、ラ

イセンス、課税、規制、過剰生産などとの関連から、大麻使用者や流通者にとって魅力的

なままであり続ける可能性がある 97, 98。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大麻合法化によるその他の帰結 

成人の大麻使用による逮捕は大幅に減少している 

米国では、大麻の使用を合法化または非犯罪化した州を含め、2000 年以降の一般的な傾

向として、大麻所持で逮捕される者の絶対数と割合が大幅に減少している。この傾向は、

州が大麻の医療または非医療使用を許可し始めるかなり前から始まっていた。大麻所持を

非犯罪化した州では、医療外の大麻使用を合法化した州よりも逮捕率が大幅に減少してい

る 99, 100。 しかし、これらの減少にもかかわらず、大麻関連の犯罪の逮捕には人種格差が根

強く残っている 101。  

大麻の非犯罪化または合法化は将来の犯罪化は防ぐが、現在の記録の抹消など、進行中

の人種格差の一因となる可能性のある多くの問題が残されている。大麻を非犯罪化または

合法化し、大麻関連の犯罪歴の抹消を提供している州レベルの管轄区域のうち、大多数の

州では、犯罪歴記録を持つ者はが救済を申し立てるためには手数料の支払いが必要である

102。ほとんどの州では、個人の記録が抹消されるまでに数年に及ぶ可能性のある待機期間

があり 103、そのような要件は、経済的に不利なグループに不公平な影響を与える 104、105。  

 

大麻からの収入と税金は、合法化の結果として増加したが、近年は一定で推移している 

様々な大麻製品の営利目的の生産を含む、非医療用大麻のサプライチェーンの合法化は、

大麻業界に投資する企業や非医療用大麻を合法化した州・管轄区域に多額の収益をもたら

した。非医療用大麻の合法化は、大麻市場から徴収される税金の額に明確な影響を与えて

おり、非医療用大麻を合法化した州・管轄区域の予算に新たな収入源を追加した。しかし、

大麻税から徴収される歳入は、金額的には相当な額に見えるかもしれないが、州全体の歳

入に占める割合としては比較的小さく、非医療用大麻を合法化した州の歳入の 2%以下し

か占めていない 106、107。 
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附表１ 米国における非医療目的の大麻使用の合法化と規制 

１．アラスカ州、アリゾナ州、カリフォルニア州、コロラド州、コネチカット州 

 アラスカ アリゾナ カリフォルニア コロラド 

法手続き 住民投票, 州法 住民投票 住民投票 住民投票, 州法修正 

法律名 Ballot Measure 2 Proposition 207 Proposition 64 Amendment 64 

議決 2014/11 2020/12 2014/11 2012/11 

施行/法適応  

2015/2:  

個人所有,  

使用,栽培 許可  

2016/10:  

小売り許可 

2021/1/22: 

免許発行 

2023/1/1～

2025/1/1: 

大麻流通許可 

2018/1/11: 

免許発行 

 

 

2012/12:  

個人所有,  

使用,栽培. 許可 

2014/1:  

小売り許可 

規制当局 

Alcohol and 

Marijuana Control 

Office 

Arizona 

Department of 

Health Services 

Department of 

Cannabis Control 

Marijuana 

Enforcement 

Division 

(Department of 

Revenue) 

最小年齢 21 21 21 21 

居住条件 なし なし 
州外居住者には  

免許発行なし 
なし 

個人の所持 

限度  

大麻 28.5 g  

(1 オンス以下)  

大麻 28.5 g  

(1 オンス以下)  

または 

大麻濃縮物 

5 g 以下 

大麻草及び大麻 

28.5 g 

大麻濃縮物 

8 g  

28.5 g 

家庭における

栽培 

6 大麻草、そのうち

3 は開花させること

が可能。 

公衆の目に見えない

様にする。 

合法的所有者、また

は合法的所有者の同

意のもとで栽培。 

6 大麻草、 

栽培はロック付き

の囲まれた 

エリア内。 

公衆の目に見えな

いようにする。 

地域の条例に従って

植物を植え、栽培、

収穫、乾燥、または

処理する: 

大麻草は施錠された

空間に置き、公共の

場所から通常の裸眼

では見えないように

する。 

6 大麻草を、単一の

私邸内で植え、栽

培、収穫、乾燥、 

または処理が可能。

大麻草および生産さ

れた 28.5g を超える

大麻は、私邸内また

はその私邸の敷地内

に保管。 

 

 

206 大麻草、そのうち

3 は開花させることが

可能。 

18 年 1 月 1 日現在、

特定の要件が満たされ

ない限り、すべての住

居は最大 12 のプラン

トに制限。 

植物栽培エリアは、未

成年者がアクセスでき

ない別のスペースに囲

まれ、ロックされてい

る必要がある。 

 



 アラスカ アリゾナ カリフォルニア コロラド 

個人間共有 28.5 g 
個人所有限度と同

じ＋６大麻草 
可能 28.5 g 

小売り限度 

28.5 g 

加えて 

店舗は 1 日で以下を

販売できない: 

 -使用可能な大麻の

1 オンス以上  

-吸入用の大麻濃縮物

7g 以上。 

または 

-大麻と大麻製品を合

わせて 5,600mg を

超える THC の販

売。 

指定なし 

大麻草材料 28.5g お

よび 

濃縮大麻 8g 

 

居住者:28.5g 

非居住者：7g 

 

小売り価格 

設定 
マーケット 

マーケット/ 

商取引 

マーケット/ 

商取引 
マーケット 

THC 

最大含量 

大麻製品の THC 制限

は 1 回 あ た り

10mg。 

パッケージあたりの

THC の 許 容 量 を

100mg に引き上げる

新規則導入。 

 

食用大麻製品の効

力は、「業界標準

を考慮して妥当な

レベル」に保たれ

るべきであるが、

一食当たりの THC

は 10mg 以下、1

パッケージあたり

THC は 100mg ま

たはサービングの

パッケージは限度

額 を 超 え な い こ

と。 

カンナビノイドの標

準濃度は、一食当た

り 10mg の THC、

パッケージあたり

100mg を超えない

こと。 

外用大麻製品または

大麻濃縮物には、パ

ッ ケ ー ジ あ た り

1,000mg を 超 え る

THC を含まないこ

と。 

 

任意の食用製品に含ま

れる濃縮物(電子たば

こカートリッジを除

く)の合計 8g、または

THC800mg。 

 

 

登録 なし なし 指定なし なし 

商用生産 

認可された大麻 

生産者 

 

認可された大麻 

生産者 

 

認可された生産者と

製造業者、その他さ

まざまな 

タイプ 

認可された大麻栽培 

施設 

 

商用流通 
認可された大麻 小

売店 

限定された認可さ

れた大麻小売店。

例えば、薬局 10 軒

につき 1 つの認可

大麻施設、非営利

の医療大麻薬局が

登録されていない

郡では 2 つ以下の

認 可 大 麻 施 設 な

ど。 

 

認可された大麻 小

売店 

認可された大麻 

小売店 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アラスカ アリゾナ カリフォルニア コロラド 

食用大麻に関

する制限 

1 人分 5mgTHC、パ

ッケージごとに

50mg を超えないこ

と。 

子供に影響与えない

パッケージが必要。 

リスクに関する個別

の警告表示。ただし

子供に関心を持たせ

ないように注意。 

 

食用大麻製品の効

力は、「業界標準

を考慮して妥当な

レベル」に保つ 

(上記参照)。 

 

1 食分あたり THC 

10mg、1 パッケー

ジあたり 100mg。 

外用大麻製品または

大麻濃縮物は、パッ

ケージあたり

1,000mg を超える

THC が含まれては

ならない。 

警告および効力をラ

ベルする。 

成分とカンナビノイ

ド含有量のリスト表

示。 

 

個別に包装は各最大

THC 10mg。 

警告ラベル「子供の手

の届かないところに保

管すること。 

ラベルに THC のシン

ボルを付け、子供に関

心を持たせない様に 

注意。 

食用小売大麻製品の標

準化された包装 

(THC10mg)ごとに、

個別にマーク、スタン

プ、またはユニバーサ

ルシンボルを刻印。 

食用食品は、人間、動

物、果物のような形状

を摂ってはならない。 

宣伝・広告 

認可されたマリファ

ナのロゴや広告は、

過度の消費を助長し

たり、21 歳未満の人

にアピールする描写

をしたりしてはなら

ない。 

学校エリア、公共交

通機関での広告の制

限、および所定の警

告を含む。 

 

子供への大麻製品

の広告の禁止、子

供向けに販売され

ている食品や飲料

のブランドに似て

いるもの、または

模倣した名前の大

麻製品の広告また

は販売の禁止。 

21 歳以上に限定。 

虚偽の広告または虚

偽の健康上の利点の

主張の制限。 

商品を子供にアピー

ルしてはならない。

キャンディーのパッ

ケージやラベル、ア

ルコール製品の模倣

の禁止。 

無料の大麻グッズや

アクセサリーの広告

の禁止。 

 

宣伝・広告は視聴者の

30%未満が 21 歳未満

のメディアに限定。 

広告を集中して実施す

る場合、4 つの警告文

を含める。 

 



 

 

 

 

 

 

 アラスカ アリゾナ カリフォルニア コロラド 

税 

栽培施設から小売店

または製品製造業者

への販売または移転

に対するオンスあた

り 50 ドルの物品

税。 

2019 年 1 月 1 日よ

り、大麻の販売と譲

渡に新税率適用。 

成熟したつぼみ/花は

オンスあたり 50 ド

ル課税。 

未熟または異常なつ

ぼみは、オンスあた

り 25 ドル課税。 

トリム（刈り込み成

形大麻）はオンスあ

たり 15 ドル課税。

また、クローンは、

クローンごとに 1 ド

ル定額税率を課税。 

大麻および大麻製

品の価格に 16%の

物品税。また、大

麻製品には取引特

権税が課せられ、

2020 年には

5.6%。 

また、管轄区域に

よって TPT 小売

税も徴収されてい

る。 

 

 

小売の 15%の物品

税、収穫後の花の乾

燥重量オンスあたり

9.25 ドル。葉の

THC の重量オンス

あたり 2.75 ドル。

花のオンスあたり

2.87 ドルの栽培税。 

大麻の葉の税率は、

大麻の葉に対する大

麻の花の相対価格の

変動を反映するため

に、毎年調整され

る。 

 

店舗で販売されている

大麻に対する州の売上

税(2.9%)。 州の小売

大麻売上税(15%)は、

店舗で販売される小売

大麻に適用。 

小売大麻の卸売販売/

譲渡に対する州の小売

大麻物品税(15%) 

 

使用場所 

店内での消費は 

許可。 

店舗は、大麻および

大麻製品(濃縮物を除

く)を、購入時に認可

された施設で消費す

るために、規則で規

定された条件のある

指定されたエリアで

のみ、常連客に販売

することができる。 

指定なし 

指 定 さ れて い な い

が、現場での消費を

可能にするマイクロ

ビジネスの形で存在

する可能性がある。 

 

許可されない 

大麻使用に関

する制限 

公共の場での大麻の

使用は違法。 

違反は 100 ドル以下

の罰金。 

 

公共の場所や オ

ープンスペースで

の大麻の喫煙は違

法。 

大麻の使用が許可さ

れていない公共の場

所、例えば学校の近

くや子供がいる場所

などでは、大麻の使

用禁止。 

公共の場所での大麻の

使用禁止。 

 



 

 

 

 コネチカット 

法手続き 立法 

法律名 SB1201 

議決 2021/6 

施行/法適応  

2021/6/17:  

コ ネ チ カ ッ ト 州 議 会 法 案 可

決。2021 年 6 月 22 日署名。 

 

規制当局 
Connecticut Social Equity 

Council 

最小年齢 21 

居住条件 なし 

個人の所持 

限度  

大麻所持は 1.54 オンス(44g)以

下、自宅や車、トラック、グロ

ーブボックスに保管大麻は 5 オ

ンス(142.5g)以下 

 アラスカ アリゾナ カリフォルニア コロラド 

医療用大麻 

1998 年:カードによ

る患者登録、薬局登

録なし。 

承認された状態につ

いては認められてい

るが、調剤品の購入

については認められ

ていない。 

州外の患者、21 歳以

上の成人は、小売の

大人用薬局でも購入

できる。 

 

2010 年:成人患者

と 18 歳未満の 

患者。 

18 歳未満の患者の

場合、患者の親権

を持つ親または法

定後見人が介護者

として指定されな

ければならない。

患者は、病状の 1

つとの診断に基づ

く適格な患者カー

ドおよびその者が

医師と患者の関係

を持っている医師

(医師、整骨医、

自然療法医、また

はアリゾナ州で開

業するために認可

された同種療法士

（ホメオパス)から

の書面による証明

書が必要。 

 

1996 年と 2003 年:

患者登録  

- 任意登録：協同 

組合と集団。 

州全体での販売所の

認可は 2018 年に 

始まった。 

 

2000 年:患者登録、 

診療所はすでに存在し

ていた。 

州外の患者は除外。 

医療用大麻の所有、 

使用; 

2010 年:商業生産と 

販売。 

 

 



 

 コネチカット 

家庭における

栽培 

2023 年 7 月 1 日より、21 歳以上

のすべての成人は、自宅内の屋

内で最大 6 本の大麻草 (3 本は成

熟、3 本は未成熟)を栽培するこ

とが許可。 

個人間の共有 

互いに善意の社会的関係を持つ

人々に許可。金銭やその他の物

品と引き換えには不許可。 

小売り限度 

大麻の小売販売は、抽選で決定

される限定的なライセンス構造

の下で、2022 年末に開始予定。 

小売り価格 

設定 

マーケット 

 

THC 最大含量 

大麻の花は重量で 30%THC、事

前に充填された電子カートリッ

ジを除く他のすべての製品で

60%THC 

登録 指定なし 

商業生産 認可された大麻生産者 

商業流通 指定なし 

食用大麻に関

する制限 

食 用 大 麻 製 品 は 、 １ 食 あ た り

THC 5mg に制限。 

宣伝・広告 

コネチカット州で大麻の宣伝は

違法。大麻製品は、視聴者の少

なくとも 90%が 21 歳以上であ

るという「信頼できる証拠」が

ない限り、印刷物、テレビ、ラ

ジオ、インターネット、看板で

宣伝することはできない。 

税 

35%の州売上税、販売が行われ

る都市または町に 3%の売上税。

大麻製品に含まれる THC の量に

基づく州の大麻税:大麻食用は

THC1mg あたり 2.75 セント、大

麻の花は THC1mg あたり 0.625

セ ン ト 、 他 の すべ て の 製 品 は

THC1mg あたり 0.9 セント。 

使用場所 
指定なし 

 

 

 

 



 コネチカット 

使用に関する

制限 

州立公園、職場、ホテル、およ

び入り口から 25 フィート以内で

の大麻喫煙は禁止。 

人口が 5 万人以上のコミュニティ

では、個人が大麻を吸ったり使

用したりできるように、公共の

場所を 1 つ設置する必要がある。 

医療用大麻 

コネチカット州一般法、第 420f

章、第 21a-408 条、マリファナ

の緩和的使用に関する法律は、

2012 年 5 月 31 日に署名。 

医療大麻登録証明書の資格を得

るには、患者は法律で定められ

た衰弱性の病状のいずれかであ

ると医師によって診断されなけ

ればならない。 

18 歳;コネチカット州の住民対

象 。 矯 正 局 の 施 設 収 容 者 は 不

可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2．デラウエア州、コロンビア特別区、イリノイ州、メイン州、マサチューセッツ州 

 

 

 デラウエア コロンビア特別区 イリノイ メイン 

法手続き 立法 住民投票 2019/5 議会承認 

2019/6/27 

住民投票 

知事署名 

第 129 LD 719 

法律名 HB 1 & HB 2 Initiative 71 
Bill HB 1438 (Public 

Act 101-0027) 

Question 1 (H.P. 

1199 - L.D. 1719) 

議決 
2023/4/11 

2023/4/14 
2014/11 2019/6/25 知事署名 2016/11 

施行/法適応  2023/4/23 

2015/2 

個人的所有、 

使用・消費、栽培 

 

2020/1/1 

2017/1/7 発 効 、

2017/8施行ビジネス

に関する規制。 

2017/1/27、 議 会

は、少なくとも 2018

年 2 月まで、小売売

上高と課税に関する

法律の一部の実施の

一時停止を承認。 

法律は 2019/9/19 

発効。 

 

規制当局 

Division of 

Alcohol & 

Tobacco 

Enforcement 

該当なし。 

商業生産と成人への販

売を規制する別の法律

はまだ可決されていな

い。 

Department of 

Agriculture 

Department of 

Administrative and 

Financial Services 

(Office of 

Marijuana Policy) 

最小年齢 21 21 21 21 

居住条件 なし なし 部分的に必要 指定なし 

個人の 

所持限度 

大麻の花 

1 オンス以下、濃

縮大麻 12 g、また

は Δ9-THC が

750 g 以下の製品 

 

2 オンス(57 g)大麻草 6

本 (成熟大麻草は 3 本以

下) 

 

2 オンス(57 g)大麻草 6

本 (成熟大麻草は 3 本以

下) 

 

71.25 g(2.5 オンス) 

濃縮物(最大 5 g) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 デラウエア 
コロンビア

特別区 
イリノイ メイン 

家庭での 

栽培 
違法 

１人当たり大麻

草 6 本、1 世帯

あたり大麻草 12

本、うち 6 本は

開花指せること

が可能 

「医療大麻の人道的使用

パイロットプログラム

法」の下で、栽培センタ

ーあるいはクラフト栽培

者の免許を持たない世帯

ごとに、高さが 5 インチ

を超える大麻草を 5 本

の制限内で、資格を供与

された者に栽培を許可。

イリノイ州の裁判所は、

2022 年 11 月 22 日付け

でクラフト栽培者免許の

発行を一時的に凍結する

よう命じた。 大麻の栽

培は、密閉された施錠さ

れた空間で行われなけれ

ばない。成人登録資格の

ある患者は、自宅で栽培

する目的で薬局から大麻

の種子を購入することが

できる。種子を他人に与

えたり、販売したりする

ことはできない。大麻草

は、一般の人目に触れる

場所に保管また置いては

ならない。 

開花大麻草３本、未成熟

大麻草 12 本、苗木は 

無制限。 

成人は、大麻草によって

生成されたすべての大麻

を所有することが可能。

不動産所有者は自家栽培

を禁止することができ

る。医療目的での栽培

は、この制限を受けな

い。大麻草には、栽培者

の名前、運転免許証、ま

たは ID 番号、および栽

培者が所有する土地でな

い場所で栽培する場合

は、不動産所有者の名前

をタグ付けする必要があ

る。 

 

個人間の  

共有 

贈与は禁止。 

広告なしの所持制

限内での共有は許

可。 

所持制限内は広

告なしの 28.5g

以下 (無課金で

の譲渡)まで可 

 

所持制限内は広告なし

28.5g 以下(無課金での

譲渡)まで可 

 

小売り限度 適用なし 適用なし 適用なし 
28.5 g(1 オンス); 

苗木 12 本 

小売り価格設定 マーケット 
小売り    

マーケットなし 
マーケット マーケット/商取引 

THC 

最大含量 

1 回 

THC 10 mg  
最初は設定なし 

最初はパッケージあたり

THC100mg であった。 

農務省は、大麻を注入し

た製品に含まれる THC

の最大レベルを変更する

場合がある。 

カプセル、消耗品、チン

キ剤、その他の食用食品

など、THC の含有量が

500mg 以下の大麻入り

製品の所は許可。 

 

食用マリファナ製品:１

食当たり 10mg を超える

THC を含んではならな

い。 

パ ッ ケ ー ジ あ た り

100mg を超える THC を

含んではならない。 



 デラウエア 
コロンビア

特別区 
イリノイ メイン 

登録 なし なし 

非居住者は、居住者に許

可されている金額の半分

を許可。 

 

プレロール大麻たばこ、

電子喫煙装置、液体濃縮

物を販売する免許には、

たばこ小売ライセンスが

必要。免許を受ける者は

実店舗を持っている必要

がある。 

商用生産 

栽培施設、 

製品メーカー、 

ラボトリー 

 

なし 

認可された栽培者および

クラフト栽培者(販売用

の大麻を栽培、乾燥、硬

化、包装業者) 

 

認可された栽培者;サイ

ズから選べる 2 種類。

販売所では、成熟した大

麻草を無制限に栽培可。 

商用流通 

認可された 

小売大麻販売所 

 

なし 
認可された医療用および

非医療用大麻販売者 

州当局は、店舗の総数を

制限できない。 

地域当局は、施設の数と

場所を規制する場合があ

る。 

食用大麻に関

する制限 

食用大麻製品 

1 食あたり 10mg 

現在許可されて

いない。 

 

許可。しかし、消費に関

する情報と警告が含むこ

とが必要。 

 

食用食品には、製品の 1

食分あたり 10mg を超え

る THC が含まれてはな

らない。 

製品のパッケージごとに

100mg を超える THC が

含まれていてはならな

い。 

宣伝・広告 

制限付き、 

特に未成年者に達

する可能性のある

マスマーケティン

グキャンペーンの

禁止。 

 

該当なし、商業

市場なし 

企業は、虚偽または誤解

を招く主張をする広告、

または過剰消費を助長す

る広告の掲載はできな

い。実際の消費量を記

載。21 歳未満の者の消

費の様子の描写、健康、

薬用、または治療上の有

効性、未成年者や子供に

アピールできる画像を含

むものは禁止。学校や遊

び場、公共の公園や図書

館、公共交通機関、公共

の施設から 1,000 フィー

ト以内での広告は許可さ

れない。販売促進はフ  

許可。パッケージとラベ

ル貼付にも同様の制限が

適用される。健康に関す

る警告を読みやすく表

示。 

21 歳以上を対象に 

限定。 

虚偽の広告または虚偽の

健康上の利点の主張に対

する制限。商品を子供に

アピールすることは禁

止。 

 



 デラウエア 
コロンビア

特別区 
イリノイ メイン 

税 

商業的に販売され

た 大 麻 に 対 す る

15%の小売税 

 

該当なし 

商業市場なし 

大麻の花または THC が

35%未満の製品に対する

10%の消費税。 

食用などの大麻を注入し

た製品には 20%の課

税。 

THC 濃度が 35%を超え

る製品には 25%の課

税。 

イリノイ州の市町村と郡

は、追加の地方売上税を

徴収することができる。

6.25%の州小売業者の職

業税。 

消費者には、製品の効力

に応じて 19.55%から

34.75%の間で課税。 

小売業に対する 10%の

物品税。認可された商業

栽培から認可された小売

店への販売または譲渡に

対して 15%の物品税 

使用場所 

特定されていな

い。 

 

禁止; 

現在、市のタス

クフォースによ

って調査中。 

地域の管轄区域および小

売店は、許可される場合

と許可されない場合があ

る。 

大麻を中心とした指定ビ

ジネスラウンジ。 

 

州が認定したクラブ 

大麻使用に関

する制限 

公共の場、移動中

の車両内での大麻

使用は違法。 

 

公共の場所での

使用禁止 (私有

地での使用は許

可) 

 

大麻の喫煙は、イリノイ

州禁煙法で喫煙が禁止さ

れている場所では禁止。 

公共の場所での使用禁止 

(私有地での使用、また

は州の認可を受けたマリ

ファナ社交クラブでの喫

煙は許可)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 デラウエア 
コロンビア特別

区 
イリノイ メイン 

医療用大麻 

2011 年:患者登録

と ID カード、診

療所が存在。 

州の認可を受けた

開業医からの医る

師認定が必要、ま

た居住要件があ

る。 

 

1998/2010: 患者登録;

大麻を扱う販売所が許

可。居住者、訪問者と

もに、すべての成人

は、医療大麻患者とし

て自己証明することが

できる。 

 

2013 年 8 月、医療大

麻のパイロットプログ

ラム法の人道的使用開

始。 

医師の推奨を受け、衰

弱状態が認められてい

る適格な患者は、州に

登録後、合法的に医療

用大麻を使用すること

ができる。 

購入制限は、14 日ご

とに大麻の花 2.5 オン

ス。また、新法では、

学校の看護師や管理者

が、医療患者として登

録されている生徒に大

麻製品を提供すること

を許可、生徒がそれら

の職員の監督下で医療

用大麻を服用すること

を認めている。 

 

1999 年:患者登録また

は身分証明書発行。 

他の州で認定された患

者を認定。しかし、販

売所での購入には対応

していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 マサチューセッツ 

法手続き 住民投票 

法律名 
Question 4 Mass. General Laws 

c.94G 

議決 2016/11 

施行/法適応  

2017/12/15 

2017 年 10 月 1 日以降に発行された

免許及び法律は 2019 年 6 月 20 日に

更新された。 

規制当局 
Cannabis Control Commission 

and Cannabis Advisory Board 

最小年齢 21 

居住条件 指定なし 

個人の 

所持限度 

1 オンスの大麻の花(28.5 g)、濃縮物

5g または自宅で 10 オンス 

 

家庭での栽培 

大麻草 6 本、隔離された 1 つの住居

に 12 本。自宅では 10 オンスの乾燥

大麻を許可。 

 

個人間の共有 大麻 1 オンス 

小売り限度 
大麻 1 オンスまで 21 歳以上の成人

に販売可能 

小売価格設定 マーケット/商取引 

THC 最大含有量 最初は設定なし 

登録 個人情報不要 

商業生産 認可施設 

商業流通 

認可施設；地方自治体は、事業の運

営を規制、制限、または禁止するこ

とができる。 

食用大麻に 

関する制限 

1 食分あたりの THC5mg。パッケー

ジ全体で 20 人分以上、合計 100mg

の THC を超えない。 

宣伝・広告 

医療大麻および成人用大麻の免許に

関する広告の制限、テレビ、ラジ

オ、ポッドキャスト、インターネッ

ト、モバイルアプリ、ソーシャルメ

ディア、看板、印刷広告の禁止(視聴

者の少なくとも 85%が 21 歳以上で

あると合理的に予想される場合を除

く)。 

 

 

 



 マサチューセッツ 

税 

小売売上高に対する 10.75%の物品

税。6.25%の州売上税は、すべての大

麻製品の小売購入に適用。すべての製

品の小売購入に対して最大 3%の地方

消費税(オプション) 

使用場所 
不許可。敷地内での使用が許可されて

いる施設に存在する可能性はある。 

大麻使用に 

関する制限 

たばこの喫煙が禁止されている場所で

は大麻使用は不可。 

医療用大麻  

2012/2013 年:患者登録または身分証

明書必要。 

販売所、州外の患者は対象外。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3．ミシガン州、ミネソタ州、モンタナ州、ネバダ州、ニュージャージー 

 

 ミシガン ミネソタ モンタナ ネバダ 

法手続き 住民投票 立法 住民投票 住民投票 

法律名 Proposal 18-1 HF100 Initiative 190 

Question 2 Title 56 

Nevada Revised 

Statutes 678 

議決 2018/12/6 2023/4/24 2020/11 2016/11 

施行/法適応  

商 用 免 許 申 請 は

2019 年 12 月 6 日

に開始。 

 

2023/8/1 

2022 年 1 月 1 日に免許

申請開始。 

 

2017 年 1 月 1 日発

効、2018 年 1 月 1 日

規制施行。 

大麻規制は 2020 年 7

月 1 日に発効。 

 

規制当局 

Marijuana 

Regulatory 

Agency 

Minnesota Office of 

Cannabis 

Management 

Department of 

Revenue 

Cannabis 

Compliance Board 

最小年齢 21 21 21 21 

居住条件 指定なし 指定なし  指定なし 

個人の 

所持限度 

大麻濃縮物15 g以

下所持者では 2.5

オンス(70.8 g)。 

自宅は 10 オンス

(283 g)。  

公共の場で大麻の花 2

オンス、私邸で大麻の

花 2 ポンド、濃縮物 8g 

 

大麻 28.5 g(1 オンス)ま

たは濃縮物 8 g 

 

大麻の花 28.5 g 

(1 オンス)。 

 1/8 オ ン ス ま た は

3.5 g の濃縮物または

食用大麻 

 

家庭での 

栽培 

公共の場所から見

えない家庭ごとに

大麻草最大 12 本 

大麻草最大 8 本、成熟

しているのは 4 本以

下 。 公 開 さ れて い な

い、密閉された施錠さ

れたスペースに設置す

る必要がある。 

大麻草 4 本、成熟した

ものは 2 本。1 つの住

居で許可される植物の

最大数は、個々の制限

の 2 倍。 

 

大麻草６本。 

家主の許可を得て、

屋内または囲まれた

敷地内では 12 本以

下。大麻小売店から

25 マイル離れている

必要がある。 

個人間の 

共有 

2.5 オンス、最大

15mg の濃縮物(金

銭 授 受 し な い 限

り)。 

個人の所持制限内 

 

金銭や報酬なしで、個

人の所有制限の 2 倍未

満。 

 

おそらく個人の所持

制限と同じ。 

 

小売り限度 

おそらく個人の所

持制限と同じ。 

 

指定なし。 

 

新しい法律の下では、

取引ごとに最大 1 オン

スの大麻購入か、他の

形 態 の THC 相 当 物

(800mg の食用または

8g の濃縮物)を購入可

能。 

指 定 さ れて い な い

が、おそらく個人の

所有と同じ制限。 

 

小売り 

価格設定 

マーケット 

/商取引 
マーケット 

マーケット 

/商取引 

マーケット 

/商取引 



 

 ミシガン ミネソタ モンタナ ネバダ 

最大 THC 

含量 

未設定 

 

5 mg /サービングおよ

び50 mg /エディブル用

パッケージ 

指定なし 

 

初期は設定されてい

ない 

登録 なし なし なし 個人情報不要 

商用生産 
認可された施設 

 
認可必要 認可必要 

ネバダ州の認可施設

で は 、 大 麻 栽 培 者

は、大麻廃棄物を計

量して破棄すること

により、すべての大

麻廃棄物を法的に説

明する必要あり。 

 

商用流通  

市町村は、営業す

る施設の数を完全

に禁止または制限

す る こ と が で き

る。 

認可必要 認可必要 
人口に対応した市場

数に制限。 

食用大麻に 

関する制限 

 

THC の制限(上記

参照)を除く 

 

大麻 50mg/食用パッケ

ージ 

 

食用大麻はパッケージ

あたり 100mg に制限。

一般的な業界標準とし

て、1 食あたり THC 含

量 10mg 以下。大麻を

注入した製品は、子供

にとって魅力的な形や

パッケージ、または市

販のキャンディーと混

同されやすい形であっ

てはならない。 

1 人前の食用大麻製

品 THC 含有量

10mg 以下販売可能 

宣伝・広告 

大麻施設に関連す

る公共の看板の制

限 

未成年者への広告の禁

止。虚偽または誤解を

招く広告の禁止。 

未成年者がいる可能性

のある場所での広告の

制限。その他の広告規

制の遵守。 

 

大麻の広告は、電子メ

ディアを含むいかなる

媒体でも禁止。 

 

認可されたマリファ

ナ施設は、虚偽また

は誤解を招くような

記述を含む広告、過

剰消費を助長する広

告、実際の消費を描

写する広告、または

未成年者にアピール

する広告を禁止。 

コロラド州の 70/30

ルールも適用。 

税 
10%の物品税 

 

州税に加えて、10%の

消費税 

 

小売価格の 20% 

 

卸売販売に 15%の物

品税 小売販売に 10%

の物品税 

 

 

 



 

 ミシガン ミネソタ モンタナ ネバダ 

使用場所 
指定なし 

 

指定なし 

 

指定なし 

 

敷地内の大麻使用ラウン

ジは許可。2022 年 11 月

30 日 より 、認 可の見 込

み。最初の大麻使用ラウ

ンジは、2023 年夏にオー

プン予定。 

大麻使用 

制限 

公共の場所、また

は不動産を所有、

占有、または管理

者によって禁止さ

れている場所では

許可されない。 

21 歳未満の者が

アクセスできない

指定された公共の

場所では許可。 

 

公立学校、チャー

タースクール、ス

クールバス、州立

矯正施設、未成年

者が大麻製品の

煙、エアロゾル、

蒸気を吸い込む可

能性のある場所、

連邦政府の所有施

設 (裁判所、空

港、国立公園な

ど)、連邦政府の

助成を受けた住

宅、また雇用主の

敷地内、または雇

用主が車両、機械

または装置を運転

する場所での使用

は制限あり。  

喫煙が禁止されている

公共の場所では、部門

が許可しない限り、許

可されない。 

大麻使用は私的使用 

のみ。 

公共の場、連邦政府の土

地、または車両内での大

麻喫煙は、違法（罰金 

なし）。 

 

医療用大麻 

2008 年:患者登

録、地方条例で診

療所が設立するこ

とが可能。 

特定の条件に対す

る販売、州外の患

者に対する大麻所

持の法的保護が可

能。ただし大麻医

薬品の購入は認め

られていない。 

 

2014/2015 年: 

患者登録、医療従

事者認定。 

 

2004 年:登録カード所

有者。医師の署名のあ

る衰弱性疾患患者 

2000 年:患者登録または身

分証明書発行。 

大麻販売所なし。他の州

のプログラムが実質的に類

似している場合、州外の患

者も認める。患者はネバ

ダ州の書類に記入する必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

 



 ニュージャージー 

法手続き 住民投票 

法律名 

Question 1 New Jersey Cannabis 

Regulatory, Enforcement Assistance, 

and Marketplace Modernization Act (A-

21 (P.L.2021,c.16) 

議決 2020/11 

施行/法適応  

大麻法は 2021 年 2 月 22 日に署名、直ちに

施行。 

 

規制当局 Cannabis Regulatory Commission 

最小年齢 21 

居住条件 なし 

個人の 

所持限度 

大麻 28.5 g(1 オンス)またはその同等物、

または濃縮物 4 g 

家庭での 

栽培 
家庭での栽培禁止 

個人間の 

共有 

個人の所持制限と同じ。 

支払いや補償がない場合のみ 

小売り限度 
成人は、認可された小売業者を通じて最大

1 オンスの大麻を合法的に購入可 

小売価格 

設定 
マーケット/商取引 

THC 

最大含量 
未設定 

登録 なし 

商業生産 認可 

商業流通 認可された施設 

食用大麻に

関する制限 

食用大麻製品は、販売単位あたり活性 THC 

10mg 以下。 

宣伝・広告 

大麻および 41 種の大麻関連器具の広告は、

大麻アイテムの購入が法定年齢に達してい

ない個人を対象としたり、または彼らにア

ピールするように設計されていたりする方

法を制限。これには、21 歳未満の人の存在

を示唆する玩具、キャラクター、漫画のキ

ャラクターなどの物体、またはその他の描

写を含む。また、6:00 から 22:00 までのテ

レビやラジオでの広告は禁止。また、スポ

ーツや文化イベントのスポンサーになるこ

とも禁止。 



 

 ニュージャージー 

税 

一般的な州の売上税 6.625%。さらに、栽培

者には 1 オンスあたり 1.52 ドルの社会的公

平性物品税 (2023 年 1 月 1 日から開始)。 

平均再価格に基づく年間調整された物品税:

オンスの平均小売価格が 350 ドル以上の場

合、オンスあたり最大 10 ドル。オンスの平

均小売価格が 350 ドル未満で少なくとも

250 ドルの場合、オンスあたり最大 30 ド

ル。オンスの平均小売価格が 250 ドル未満

で少なくとも 200 ドルの場合、オンスあた

り最大 40 ドル。オンスの平均小売価格が

200 ドル未満の場合は、オンスあたり最大

60 ドル。 

使用場所 

合法的な大麻を販売する場所に併設された

指定の「大麻使用エリア」(「オンサイト使

用エリア」とも呼ばれる)で許可。 

大麻使用 

制限 

消費は私邸でのみ許可。 

 

 医療用 

大麻 

2009 年:医療用大麻は、ニュージャージー

州の認可を受けた大麻販売所から購入でき

るようになった。 

医師は患者に許可される適切な投与量を決

定し、最大は 30 日間 3 オンス。 

各用量は 0.25 オンス単位で販売。 

居住する州からの有効な医療大麻カードを

持っている州外の患者は、ニュージャージ

ー州の居住者カード所有者と同じ保護、お

よび大麻使用に関する保護と許可が得られ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．ニューメキシコ州、ニューヨーク州、オハイオ州、オレゴン州 

 

 
ニュー 

メキシコ 
ニューヨーク オハイオ オレゴン 

法手続き 立法 立法 住民投票 住民投票/州法 

法律名 

HB 2 Cannabis 

regulation act 

passed by 

legislature 31 

March 2021 

Assembly bill A1248 A 

Marijuana regulation 

and taxation act 

2023 Ohio Issue 2 

(Marijuana 

Legalization 

Initiative) 

Measure 91 

議決 2021/3 2021/3 2021/11/7 2014/11 

施行/法適応  

2021/4/12 

知事署名。 

2022/4 

販売開始。 

 

2021/3/31 知事 

議会法案署名。 

2022/12 販売開始 

 

法律は、投票から 30

日後の 2023/12/7 発

効。 

. 

2015/7: 

個人の所有、消費、

栽培。 

2015/10 から

2016/12 まで: 

医療販売所を通じて

小売販売。 

2017-1:認可小売店

を通じた小売。 

規制当局 
Cannabis 

Control Division 

Cannabis Control 

Board 

Division of 

Cannabis Control 

Oregon Liquor 

Control 

Commission 

最小年齢 21 21 21 21 

居住条件 なし なし 指定なし なし 

個人の 

所持限度 

大麻 56 g 

(2 オンス)  

大麻濃縮 16g 

800 mg 注入大麻

を含む食用食品 

 

大麻 85.5 g(3 オンス) 

または濃縮大麻 24 g 

自宅では最大 5 ポンド 

 

大麻抽出物 15g 

他の形態では 

2.5 オンス 

 

公共の場で:28.5 g  

自宅で:228 g 

 

家庭での 

栽培 

一人当たり大麻草

6 本、または一世

帯 あ た り 大 麻 草

12 本。 

公衆の目に触れな

いこと。 

 

大麻草 6 本、3 つの成熟

大麻草 3 本と苗 3 本。 

または世帯ごとに最大

12 本。 

 

大人 1 人あたり最大 6

本、または 1 世帯あた

り最大 12 本。 

大麻の花４本 

個人間の 

共有 

個人の所持制限と

同じ。取引、また

は商品やサービス

の販売に関連して

大麻を贈与するこ

とは禁止。 

個人の所有制限と同じ。

補償なし。 

 

指定なし 

 

21 歳以上の成人への

娯 楽 用 大 麻 の 贈 与

は、贈与された金額

が個人の所持制限内

に収まり、譲渡に金

銭的な対価が関連付

け ら れて い な い 限

り、許可。 



 
ニュー 

メキシコ 
ニューヨーク オハイオ オレゴン 

小売り 

制限 

個人の所持制限と

同じ 

 

未定 

 

指定なし 

 

1 オンスのドライフ

ラワー5g のカンナビ

ノイド抽出物または

濃縮物 16 オンスの

食用形態 72 オンス

の液体の大麻 10 大

麻種子 4 つの未熟な

大麻植物 

 

 

小売価格 

設定 

 

2022 年 4 月に開

始された規制市場 
マーケット/商取引 未決定 マーケット 

THC 

最大含量 
指定なし 未設定 指定なし 未設定 

登録  なし なし なし なし 

商用生産 

認可栽培/生産。

小規模な大麻マイ

クロビジネスは、

最大 200 本の大麻

草栽培可 

認可 認可 

認可された 

大麻生産者 

 

 

商用流通 

 

認可 

認可された施設。既存の

医療大麻事業者は、3 つ

の成人用店舗を運営する

ことが許可、それらを医

療用大麻販売所と同じ場

所に配置可。 

認可 

認可された小売大麻

店 

 

食用大麻に

関する制限 
指定なし なし 指定なし 

娯楽目的の消費者

向けに製造された

食用大麻は、単回

投与で 5 mg、パ

ッケージ全体で 50 

mg に制限。 

2022/4/1 以降、

食用大麻の濃度制

限が 1 パッケージ

あたり THC 50mg

のから 100mg に

引き上げ。1 回分

(THC が 10mg 以

下)の分量を記録。 

 



 
ニュー 

メキシコ 
ニューヨーク オハイオ オレゴン 

宣伝・広告 

21 歳未満の者へ

の 大 麻 宣 伝 は 禁

止。 

漫画のキャラクタ

ーや子供にアピー

ルする可能性のあ

るその他の画像の

使用禁止。 

広告は、学校、デ

イケアセンター、

教会から 300 フィ

ート以内の看板や

その他の公共メデ

ィアも禁止。 

委員会は、広告を管理す

る規則や規制を公布する

権限を持つ 

 

指定なし 

 

大麻販売所の外装に

入場標識が必要。 

オレゴン州酒類管理

委員会は、広告をさ

らに規制または禁止

する権限を持つ。 

 

 

税 

2025 年 ま で に

12%の 物 品 税 を

18%に段階的に引

き 上 げ 。5.125% 

総収入税(消費税) 

 

大麻販売 13%ぁ税。 

効力に基づいて製品には

卸売税を適用 (大麻の花

は 1mg あたり 0.5 セン

ト、濃縮大麻は 1mg あ

たり 8/10 セント、食用

は 1mg あたり 3 セン

ト)。 

 

大 麻 販 売 に 10%課

税。 

 

2015/10 から

2015/12 までの小売

売上高には税金な

し。 

2016 年 1 月 5 日以

降は 25%の消費税。

2017 年の売上税は

17%、地域コミュニ

ティが最大 3%の地

方税を設定するオプ

ションあり。 

大麻使用 

場所 

ビジネスであれば

許可 
許可 指定なし 許可なし 

大麻使用に 

関する制限 

公共の場所での使

用は違法。特定の

要件が満たされれ

ば、企業の提供す

る指定場所での使

用可。 

たばこの喫煙禁止場所で

は、大麻の喫煙禁止。 

 

公共の場での大麻使

用は違法。 

 

公共の場で大麻吸

引は違法。 

 

医療用 

大麻 

2007 年:2020 年

には、登録された

患者は州の居住者

に限り可。患者

は、適格条件を備

えた医師・処方者

からの認定を受け

る必要がある。患

者は 230 ユニッ

ト(花またはつぼ

みの約 8 オンス)

以下の所有可。 

2014 年:登録と ID カー

ド、医療用大麻は、認定

された患者(州の居住者)

または指定された介護者

により「重度の衰弱また

は生命を脅かす状態」の

認定を受けた患者のいず

れかに対する医療用途で

投与。 

 

2016 年:患者登録、医

療大麻は、認定され

た患者(州の居住者)ま

たは指定された介護

者により「重度の衰

弱または生命を脅か

す状態」の認定を受

けた患者のいずれか

に対する医療用途で

投与。 

1998 年:患者登録、

大麻販売所はすでに

存在していたが、 

法律による認可や大

麻の所持、自家栽培 

の規制は明確に許可

されていない、 



5．サウスタゴタ州、ベルモント州、バージニア州、ワシントン州 

 

 サウスタゴタ ベルモント バージニア ワシントン 

法手続き 住民投票 立法 立法 住民投票、州法 

法律名 Measure 27 

No. 86 S.54 

(initiated in 

February 2020 

and went into 

force in October 

2020 without the 

Governor's s 

SB 1406 Marijuana; ｒう of 

simple possession Signed 

by Governor on 7 April 2021 

Initiative 502 

議決 2020/11 2018/1 2021/4 2012/11 

施行/法適応  

実施予定日

2022/4/1 であっ

たが、この投票法

案は、2021/2 に

裁判所によって覆

され、2022/11 の

中間選挙で投票は

否決された。 

2018/7/1; 

2020/10 より販売

規定施行。 

 

2021/7 発効。法案の規定は、

2022 年の州議会によって再制

定される可能性がある。

2024/1/1 より販売開始および

規制施行 

 

2012/12: 

個人所有、使用可

2014/7:小売可 

規制当局 
Department of 

Revenue 

Cannabis 

Control Board 

(proposed under 

S.54) 

Virginia Cannabis Control 

Authority Cannabis 

Oversight Commission; 

Cannabis Public Health 

Advisory Council Cannabis 

Equity Reinvestment Board 

and Fund, and Virginia 

Cannabis Equity Business 

Loan Program and Fund 

Liquor and 

Cannabis Board 

(formerly the 

Liquor Control 

Board) 

最小年齢 21 21 21 21 

居住条件 なし なし なし なし 

個人の 

所持限度 

大麻 28.5g(1 オン

ス 以 下)ま た は 

濃縮物 8g 

 

大麻 28.5g(1 オン

ス)以下または 

濃縮物(ハシシオイ

ルなど)5g 以下 

 

28.5(1 オンス)以下 

 

大 麻 の 花 1 oz 

(28.35 g)  

濃縮物;7 g  

食用大麻 16 オン

ス (454 g)  

注入液 72 液量オ

ンス (2.13 l) 

家庭での 

栽培 

大麻草 3 本 

世帯ごとに 6 本以

下。 

施錠された空間に

置き、公衆の目に

触れないようにす

る。 

 

成熟した大麻草 2

本 

または未成熟な大

麻草 7 本 

 

1 世帯につき大麻草最大 4 本個

人可。 

公衆の目に触れないように保

管し、それぞれに所有者の ID

が記載された読みやすいタグ

を付ける。 

 

不許可 



 サウスタゴタ ベルモント バージニア ワシントン 

個人間の 

共有 
 

大麻 28.5 または 1 

オンス以下、また

は濃縮物 5 g 以下 

 

個人の制限と同じ 不許可 

小売り制限  

大麻 1 オンス、ま

たは大麻製品に含

まれる同等品 

28.5 g(1 オンス) 

または同等品 
28.5 g 

小売り価格 

設定 
 マーケット マーケット（制限あり） マーケット 

THC 

最大含量  
 

大麻の花上限

THC30%。 

濃縮物は THC の

60%を超えること

はできない。 

食用大麻は、パッ

ケージあたり 50 

mg、１食あたり 5 

mg の制限。 

 

指定なし 

 
初期は設定なし。 

登録  なし なし なし 

商用生産  認可 

認可された数を超えてはなら

ない: 

a)大麻製造施設、60。 

b)大麻栽培施設、450 

 

認可された大麻生

産者 

 

商用流通  認可 

認可された数を超えてはなら

ない: 

a)小売大麻店、400。 

b) 大麻卸売業 25。 

大麻は、州の認可

を受けた小売店で

のみ販売および購

入できます。 

 

宣伝・広告  

広告は、欺瞞的で

あったり、過剰消

費を助長したり、

無料サンプルを提

供したり、未成年

者にアピールした

りすることはでき

ない。広告は、視

聴者の 15%以下が

21 歳未満であると

合理的に予想でき

る場合にのみ免許

許可。 

 

 

製品の広告とプロモーション

に対する合理的な制限に関す

る規制委員会による審査。 

 

大麻ビジネス免許

は、認可された敷

地内に常設の看板

を 2 つに制限。 

敷地内での他のす

べての形態の屋外

広告禁止。新しい

規則では、看板や

看板に大麻草や大

麻製品の画像を含

めることを義務付

け。漫画のキャラ

クターの描写や、

子供にアピールす

る可能性のある描

写は不可。 



 サウスタゴタ ベルモント バージニア ワシントン 

%税 

大麻税 15%を提

案。 

 

大麻小売販売の売

上価格の 14% 

 

大麻小売販売税 21%。地域に

よっては 3%の現地オプション

売上税が適用される場合があ

る。 

大麻物品税 37%。

州売上税 6.5％。

消費税: 7.0–10.4% 

(既存の地方消費

税 (0.5–3.1%) を

適用するオプショ

ン)。 

 

大麻 

使用場所 
 たぶん許される 指定なし 禁止 

大麻使用に 

関する制限 

州が使用を許可し

た地域以外の公共

の場所では禁止。

たばこの喫煙が禁

止されている場所

での大麻喫煙禁

止。 

個々の住居に限

定。通常のたばこ

禁煙場所に加え

て、通り、路地、

公園、歩道での大

麻使用禁止。 

 

個々の住居に限定。 

通常のたばこ禁煙場所に加

え、通り、路地、公園、歩道

での大麻禁止。 

 

公衆の目に触れる

場所での大麻使用

は違法。 

 

医療用大麻  

2020 年、サウス

ダコタ州の有権者

は、Initiated 

Measure 26 を可

決し、医療用大麻

を承認した。 

保健省は、適格な

状態と診断された

適格な患者の申請

を審査。保健省は

医師に状態を確

認。 

 

2020 年:登録は、特定の条件

に対する医師からの認定に基

づく。 

1999/2010/2011:

登録カードまたは

身分証明書不要。 

2012/11 に承認さ

れた大麻販売所

は、2014/7 に最

初の店舗をオープ

ン。 

 1999 年医療用大

麻所持; 2012 年医

療用大麻自家栽培

許可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6．メリーランド州、ミズーリ州、ロードアイランド州 

 

 メリーランド ミズーリ ロードアイランド 

法手続き 住民投票 住民投票 立法 

法律名 Question 4 Amendment 3 
The Rhode Island Cannabis 

Act 

議決 2022/11/9 2022/11/9 2022/5/25 

施行/法適応  2023/7/1 施行 2022/12/8 2022/525 

規制当局 

Natalie M. LaPrade 

Medical Cannabis 

Commission 

Missouri Department of 

Health & Senior Services 

Rhode Island Cannabis 

Control Commission 

(appointment pending 

最小年齢 21 21 21 

居住条件 なし なし なし 

個人の 

所持制限 

大麻 1.5 オンス 

濃縮物 12 g  

大麻の花 3 オンス 

または等量の大麻 

大麻最大 1 オンスを所有または

購入可 

自宅で最大大麻 10 オンスあるい

は濃縮物最大 5 グラム所持可 

 

家庭での栽培 
公の場にない自宅で 

最大大麻草 2 本 

個人用栽培カードを使用する

と、自宅の密閉された施錠施

設で顕花大麻草最大 6 本及び

未成熟大麻草最大 18 本栽培可 

成熟大麻草最大 3 本と未成熟大

麻草 3 本栽培可 

個人間の共有 

商品やサービスの販売に伴

う報酬や譲渡がない場合に

許可 

おそらく個人の所持制限と同

じ 

 

大麻の花または同等品の 1 オン

ス(譲渡が一般に宣伝または宣伝

されていない限り) 

小売り制限 小売り規制保留中 小売り規制保留中 
公共: 1 オンス oz  

家庭: 10 オンス oz 

小売り価格 

設定 
小売り規制保留中 小売り規制保留中  

THC 

最大含量 
750 mg 規制保留中  

登録 なし なし  

 

 



 

 メリーランド ミズーリ ロードアイランド 

商用生産 認可施設 認可施設 認可施設 

商用流通 認可施設 

小規模取引免許は、2023/9 ま

でに審査開始予定 

 

認可された施設; 

認可された「ハイブリッド大麻

小売業者」。「癒しセンター」 

 

食用大麻に 

関する制限  
決定予定 

子供にとって魅力的な形やパ

ッケージの食用大麻の販売、

または大麻以外のキャンディ

ーと混同しやすいものの販売

禁止 

なし 

宣伝・広告 規制保留中 規制保留中 
市や町は、広告を管理する条例

を採択可 

税 保留中 保留中 
市や町は、広告を管理する条例

を採択可 

使用場所 記載なし 記載なし 決定予定 

使用制限 公共の場での大麻喫煙禁止 公共の場での大麻喫煙禁止 
たばこ喫煙禁止の公共の場での

大麻喫煙禁止 

医療用大麻 

2014/4、アワーズ法案 881

号署名、2014/6/1 発効。 

医療用大麻使用の基盤形

成。2017/12/1、医療大麻

プログラム正に開始 

医 療 用 大 麻 販 売 所 は 、2023 

/2/6 から娯楽用販売に移行

可。 

医 療 カ ー ド を 所 持 して い る

と、消費税免除、より高濃度

THC 大麻を購入可 

2022/8/1 現在、認可された医

療用大麻栽培者は、成人用の大

麻栽培可 

2022/12/1 より、ハイブリッド

大麻小売業者は成人用大麻を販

売可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7．グアム、北マリアナ島、バージン島 

 

 グアム 北マリアナ島 バージン島 

法手続き 立法 立法 立法 

法律名 
The Guam Cannabis 

Industries Act 

The Taulamwaar Sensible 

CNMI Cannabis Act 

The Virgin Islands Cannabis 

Use Act 

議決 2019/4/4 2019/8/21 2022/12/30 

施行/法適応  2019/8/4 2019/8/21 2023/1/18 

規制当局 Cannabis Control Board 
CNMI Cannabis 

Commission 

USVI Office of Cannabis 

Regulations 

最小年齢 21 21 21 

居住条件 なし なし なし 

個人の 

所持制限 

大麻の花 1 オンス oz  

大麻濃縮物 8 g  

大麻の花 1 オンス oz  

大麻濃縮物 5 g  

大麻の花２ オンス  

大麻濃縮物 14g 

食用大麻 1 オンス 

家庭での栽培 
自宅の完全密閉型の施錠さ

れた施設で大麻草 6 本 

自家栽培の大麻登録のある場

合、鍵のかかった安全な場所

で最大大麻草 6 本栽培可 

一度に 8 オンス以下の使用可

能な大麻の保管可 

安全な場所で最大大麻草 6 本栽

培可 

一度に 8 オンス以下の使用可能

な大麻の保管可 

「土地所有者の明示的な同意を

得て」、世帯ごとに顕花大麻 6 本

と未成熟大麻 6 本以下 

個人間の共有 

大麻 1 オンスまたは同等品 

（報酬がない場合） 

 

個人の所持制限と同じ 

非営利目的の場合に許可 
 

小売り制限 
大麻の花 1 オンス 

濃縮物 8 g 

大麻の花 1 オンス 

濃縮物 5 g  
 

小売り価格 

体系 
マーケット マーケット マーケット 

THC 

最大含量 
800 mg 記述なし 

食用大麻単位あたり 

THC 100 mg  

登録 なし なし 非居住者には大麻税課税 

 



 

 グアム 北マリアナ島 バージン島 

商用生産 認可施設 認可施設 認可施設 

商用流通 認可施設 認可施設 認可施設 

食用大麻に関

する制限  

食用大麻の特定の色の特

別なパッケージ 
なし 

販売単位あたり 

THC10mg 以下 

宣伝・広告 

 

 

広告は、大麻の過剰消費

を助長したり、大麻の治

療効果や治療効果を表現

したり、子供を描写した

り、子供にアピールする可

能性のある画像を提示し

たりしてはならない。 

 

広告は未成年者にとって魅力

的なものとしないこと。 

 

制限内である必要があり、未

成年者をターゲットにしては

ならなで 

 

税 物品税 15 %  物品税 10%  販売税 18%  

使用場所 記述なし 

マリファナラウンジとして登

録されている施設で許可。 

クラス 1 とクラス 2 のラウン

ジには、異なる要件と異なる

特典がある。 

成人用ラウンジ 

使用制限 
公共の場での 

大麻喫煙禁止 

公共の場での 

大麻喫煙禁止 
許可証の保持必要 

医療用大麻 

Proposal 14-A (now, the 

Joaquin(KC) 

ConcepcionII 

Compassionate 

Cannabis Use Act) ga 

2014 年に有権者の住民投

票で可決、医療使用のた

めの適格な患者が大麻を

利用できるようになった 

医療大麻は、Taulamwaar 

Sensible CNMI Cannabis 

Act.により、娯楽用大麻の使

用と並行して合法化された。

医療患者にとって、個人の所

持と栽培制限はより緩い 

 

患者登録、州の認可を受けた

大麻販売所、介護者は登録の

必要があり、大麻の花最大 4

オンスまで使用可 

 

 

 

 

 

 

 



附表２ カナダにおける非医療目的の大麻使用の合法化と規制 

１．連邦、アルバータ州、ブリティシュコロンビア州、マニトバ州 

 

 連邦法 アルバータ 
ブリティッシ

ュコロンビア 
マニトバ 

法手続き 政府    

法律名 
Cannabis Act and 

Cannabis Regulations 

Gaming, Liquor 

and Cannabis Act 

and Gaming, 

Liquor and 

Cannabis 

regulation 

Cannabis control 

and licensing Act 

(CCLA) Cannabis 

distribution Act 

(CDA) 

Safe and 

Responsible 

Retailing of 

Cannabis Act 

施行 2018/10/17    

規制当局 Health Canada 

Alberta Gaming 

Liquor and 

Cannabis (AGLC) 

Liquor and 

cannabis 

regulation 

branch 

Liquor, Gaming 

and Cannabis 

Authority of 

Manitoba 

(LGCA) 

Manitoba 

Liquor and 

Lotteries 

(MBLL) 

最小年齢 18 18 19 19 

個人の所持 

限度 

乾燥または同等品 30g、 

新鮮な大麻 150g、 

固形製品 450g、 

大麻飲料 17,100g(標準

355ml 缶 48 本)、 

大麻飲料以外の非固形物

2,100g、 

濃縮物 7.5g(固体または液

体)、 

大麻草種子 30 個、出芽ま

たは開花していない大麻草

4 本 

30g または同等の  

合法大麻製品 

 

30g または同等の

合法大麻製品 

 

30g または同等

の合法大麻製品 

 

家庭での  

栽培 

住居ごとに個人使用のため

大麻草 4 本。有機溶剤を使

用しない場合は、自宅で食

べ物や飲み物などの大麻製

品調整可 

家庭当たり 

最大 4 本 

世帯ごとに大麻草

最大 4 本。 

大麻草は、公共の

場所から見えない

ように自宅で栽培 

 

家庭栽培禁止 

個人間での 

共有 

大麻 30g あるいは 30 

相当量の合法大麻製品 

成人間で共有可 

   



 

 連邦法 アルバータ 
ブリティッシ

ュコロンビア 
マニトバ 

小売り限度  
乾燥大麻 30g、 

または相当量 

乾燥大麻 30g、 

または相当量 

乾燥大麻 30g、 

または相当量 

THC 

最大含量 

乾燥大麻/新鮮な大麻:乾燥

または新鮮な大麻製品に

THC または THCA を添加

することはできない。 

食用大麻:パッケージあた

り THC 10mg。大 

麻抽出物(摂取用、鼻用、

直腸用、膣用):単位(カプセ

ルなど)あたり THC 

10mg、または分注量、パ

ッケージあたり THC 

1000mg。 

大麻外用(外用):1 パッケー

ジあたり THC 1000mg 

 

食用食品：パッケ

ージあたり合計

THC 10mg まで。 

吸入可能な抽出物

(ベイプ/濃縮物)と

摂取可能な抽出物

(オイル)：パッケ

ージあたり最大

THC 1g、   

カプセル：単位あ

たり THC 最大

10mg 

 

 

商用生産 

大麻製品製造者、医療販売

ライセンス保有者または州

/準州の認定販売業者およ

び小売業者を通じて消費者

に販売するためにこれらの

製品を包装およびラベル付

けするには、連邦大麻処理

免許が必要。 

各州には、大麻製品に刻印

する物品税スタンプがあ

り。 

   

商用流通 

配布は、州および準州政府

の管轄下。セルフサービス

のディスプレイや自動販売

機を通じての大麻販売禁止 

 

配布:公共  

対面小売:個人 

 オンライン小売:個

人 

 

配布:公共  

対面小売ハイブリ

ッドオンライン小

売:公共 

 

配布:公共  

対 面 小 売:個 人 

オンライン小売:

個人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 連邦法 アルバータ 
ブリティッシ

ュコロンビア 
マニトバ 

食用大麻に 

関する制限 

食用大麻、抽出物、外用薬

は、2019/10/17 に合法的

に販売許可。 

食用大麻製品は常温保存可

能であること必要。成分と

して食品と食品添加物のみ

を 含 め る 。22°C±2°C

の温度で pH4.6、水分活性

0.85 の部品がある場合、密

閉容器に包装してはならな

い。食用大麻は、カナダ人

安全食品法または適用され

る州法または準州法に従っ

て製造された乾燥製品であ

り、室温 22°C±2°C で

水分活性が 0.85 以下でな

い限り、原材料として肉、

鶏肉、魚製品を含んではな

らない。 食用大麻製品に

は、FDR に基づく一時的

な販売承認書に記載されて

いる食品、ビタミンまたは

ミネラルの強化、有毒また

は有害な物質、または食品

医薬品法の下で食品の販売

が禁止される原因となる安

全でないと見なされるもの

が含まれてはならない。 

カフェイン、エチルアルコ

ール、ニコチンは、天然に

存在するカフェインを含む

成分(チョコレート、紅茶

またはコーヒーなど)を除

き、添加禁止。) 

ただし、パッケージあたり

のカフェインの総量が 30 

mg を超えず、エチルアル

コールが 0.5%w / w を超

えない場合(たとえば、特

定の成分に副産物として存

在する可能性がある)を除

く。 

 

   

 



 

 連邦法 アルバータ 
ブリティッシュ

コロンビア 
マニトバ 

宣伝広告、 

包装、 

ラベル 

若者にとって魅力的であ

ると考えられるようなプ

ロモーション、パッケー

ジ、ラベル付けは行わず、

重要な製品情報が明確に

提示されるようする。 

食用製品のラベルには、

THC を含む製品に対して

標準化された大麻記号、

健康警告メッセージ、

THC / CBD 含有量、公衆

の所有制限を示すための

乾燥大麻との同等性、成

分リスト、アレルゲン;栄

養成分表、使用目的を付

ける必要がある。 

若者にとって魅力的であ

ると考えられるようなプ

ロモーション、パッケー

ジ、ラベル付けは行わず、

重要な製品情報が明確に

提示されるようにする。

顧客評価を含む広告や、魅

力、レクリエーション、興

奮、活力、リスク、大胆さ

を含む生き方を表す広告

は禁止。大麻店内での広

告掲載は許可。 

 

若者にとって魅力的

であると考えられる

ようなプロモーショ

ン、パッケージ、ラ

ベル付けは行わず、

重要な製品情報が明

確に提示する。顧客

評価を含む広告や、

魅力、レクリエーシ

ョン、興奮、活力、

リスク、大胆さを含

む生き方を表す広告

は禁止。大麻店内で

の広告掲載は許可。 

 

地域ごとの 

大麻税 

（カナダ 

財務省） 

大麻の花 $0.25/g  

トリム（刈り取り） 

$0.75/g  

種子 $0.25/種子  

苗 $0.25/苗  

連邦従価税率：購入者に

届けられた場合、大麻製

品の課税額 2.5% 

 

大麻の花:$0.75/g に基準

額の 16.8%を加算  

トリム:$0.225/g に基準額

の 17.8%を加算  

種子:$0.75 種子に基準額

の 16.8%を加算した従価

税率 7.5%に控除額の

16.8%を加えたもの(合計

適用率 24.3%) 

 

大麻の花 $0.75/g 

トリム $0.22/g  

種子と苗: $0.75/種

子または苗  

連邦税に加えて 7%

の州売上税  

液体マリファナの蒸

気吸引製品には

20%の州売上税 

 

非医療用大麻

に対して卸売

付加税； 

0.75 ドル/g の

付加税と 0.75

ドル/g に 9%

の付加税上乗

せ。 

6%の社会的責

任税。 

 

大麻使用に関

する制限 

州および準州は、それぞ

れの管轄区域で特定の規

則を調整できる；最低年

齢制限、所持または個人

栽培の制限について、連

邦政府の規定よりも制限

的な要件を設定するなど、

地域の懸念事項に対処す

るための追加の規制要件

を設定する。 

大麻ベースのビジネスの

ための州の地域設定規則

を確立する。大麻を使用

できる場所を制限する。

大麻による障害のある運

転に対処するための交通

安全法の改正。 

車内、子供がよく行く場

所、またはたばこの制限

区域 

I 

車内、子供がよく行

く場所、またはたば

この制限区域 

 

大麻の喫煙お

よび電子デバ

イスによる吸

入は、公共の

場所(密閉され

た公共の場所

を含む)では違

法。 

ただし、規則

または喫煙お

よび蒸気製品

規制法に基づ

いて消費が許

可されている

場合を除く。 

 



２．ニューブルンスビック州、ニューファウンドランド＆ラブラドール州、北西地方 

 

 

 ニューブルンスビック 

ニューファウンド 

ランド＆ 

ラブラドール 

北西地方 

 

法手続き    

法律名 

Cannabis Control Act 

Cannabis Management 

Corporation Act Cannabis 

Retailers Licensing Act 

Newfoundland and 

Labrador Cannabis 

Regulations Control and 

Sale of Cannabis Act 

Cannabis Legalization 

and Regulation 

Implementation Act 

施行    

規制当局 Cannabis NB 

Newfoundland and 

Labrador Liquor 

Corporation (NLC) 

North West Territories 

Liquor & Cannabis 

Commission (NTLCC) 

最小年齢 19 18 19 

個人の所持 

限度 

大麻 30 g または 

等量合法大麻製品  

大麻 30 g または 

等量合法大麻製品 

大麻 30 g または 

等量合法大麻製品 

家庭での栽培 

１世帯あたり大麻草最大 

4 本。 

屋外で栽培する場合は、植物

は少なくとも 1.52 m の高さ

の施錠された囲いで囲まれて

いる必要があり、屋内で栽培

されている場合は、別の施錠

されたスペースで栽培する 

1 世帯当たり大麻草最大４本 
1 世帯当たり大麻草最大４

本 

個人間の共有    

小売り限度 
乾燥大麻 30 g または 

等量大麻製品 

乾燥大麻 30 g または 

等量大麻製品 
 

THC 最大 

含量 
   

商用生産    

商用流通 

流通:公共  

対面小売:ハイブリッド  

オンライン小売:公共 

流通:公共  

対面小売:個人  

オンライン小売:公共 

流通:公共  

対面小売:個人  

オンライン小売:公共 

食用大麻に 

関する制限 
   

宣伝・広告、 

包装、 

ラベル 

大麻の広告と宣伝は、非

常に限られた状況(たばこ

とよく似ている)を除いて

禁止 

  



 ニューブルンスビック 

ニューファウンド 

ランド＆ 

ラブラドール 

北西地方 

 

地域ごとの 

大麻税 

（カナダ財務

省） 

大麻の花:0.75 ドル/g  

トリム:0.225 ドル/g  

種子/苗 0.75 ドル  

購入者に届けられた場合、 

課税額の 7.5% 

大麻の花:0.75 ドル/g  

トリム:0.225 ドル/g  

種子/苗 0.75 ドル  

購入者に届けられた場合、 

課税額の 7.5% 

大麻の花:0.75 ドル/g  

トリム:0.225 ドル/g  

種子/苗 0.75 ドル  

購入者に届けられた場

合、 課税額の 7.5% 

大麻使用に関す

る制限 

私有地や住居以外の場所での

大麻喫煙は違法 

私有地や住居以外の場所での

大麻喫煙は違法 

たばこの喫煙が許可されて

いる私有地、列車、車道

(自動車を運転していない

とき)、公共のイベントに

使用されていない公園を除

き、どこでも大麻喫煙は

違法。  

 

 

 

 

 

３．ニューブルンスビック州、ニューファウンドランド＆ラブラドール州、北西地方 

 

 ノバスコシア ヌナブト オンタリオ 

法手続き    

法律名 Cannabis Control Act 
Cannabis Act  Cannabis 

Statutes Amendments Act 

Cannabis, Smoke-Free 

Ontario, and Road Safety 

Statute Law Amendment 

Act, 2017 Cannabis 

Statute Law Amendment 

Act, 2018 

施行    

規制当局 
Nova Scotia Liquor 

Corporation 

Nunavut Liquor and 

Cannabis Commission 

Alcohol and Gaming 

Commission of Ontario 

最小年齢 19 18 19 

個人の所持 

限度 

大麻 30 g または等量の合法

大麻製品 

大麻 30 g または等量の合法

大麻製品 

大麻 30 g または等量の合法

大麻製品 

家庭での栽培 世帯当たり大麻草最大 4 本 世帯当たり大麻草最大 4 本 世帯当たり大麻草最大 4 本 

個人間の共有    

小売り限度  乾燥大麻 30 g または相当量 乾燥大麻 30 g または相当量 

THC 最大含量    

商用生産    



 

 ノバスコシア ヌナブト オンタリオ 

商用流通 

流通:公共  

対面小売:公共 

小売:公共 

流通:公共  

対面小売:個人  

オンライン小売:個人  

流通:公共  

対面小売:個人  

オンライン小売:公共 

宣伝・広告、 

包装、 

ラベル 

大麻法には、大麻の宣伝に関

する厳格な規則がある (たば

こと同様)。 

大麻、大麻アクセサリー、ま

たは大麻に関連するサービス

を宣伝することは禁止。 

 

すべての大麻製品、オンラ

インストア、アクセサリー

は、大麻法(カナダ)およびラ

ベ ル 基 準 、 プロ モ ー シ ョ

ン、広告、パッケージサイ

ズ、ケースマーキングに関

連するすべての該当するヌ

ナブト準州および連邦の法

律、規制、細則に準拠する

必要がある。 

すべての大麻商品は、ラベ

ル基準、プロモーション、

広告、パッケージサイズ、

ケースマーキングに関する

大麻法(カナダ)に準拠してい

る必要がある。 

 

地域ごとの 

大麻税 

（カナダ財務

省） 

大麻の花:0.75 ドル/g  

トリム:0.225 ドル/g  

種子/苗 0.75 ドル  

購入者に配達されたときの課

税額の 7.5% 

 

大麻の花:0.75 ドル/g に基本

量の 19.3%を加えたもの  

トリム:0.225 ドル/g に基本

量の 19.3%を加えたもの 

 種/苗:0.75 ドルの種に基本

量 の 19.3%を 加 え た も の 

7.5%に大麻製品の課税額の

19.3%を加えたもの(合計適

用率 26.8%) 

大麻の花:$0.75/g、基本量

の 3.9%  

トリム:$0.225/g、基本量の

19.3%、 種/苗:$0.75、 種 、

基本量の 19.3%、購入者に

引き渡されたときの大麻製

品 の 課 税 額 の 7.5%、

19.3%(合計適用率 26.8%) 

 

大麻使用に関

する制限 

たばこが喫煙できる区域を除

いて、どこでも違法 

たばこが喫煙できる区域を

除いて、どこでも違法 

たばこが喫煙できる区域を

除いて、どこでも違法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．プリンスエドワード島、ケベック州、サスカッチュワン州、ユーコン州 

 

 
プリンスエドワ

ード島 
ケベック 

サスカッチュ

ワン 
ユーコン 

法手続き     

法律名 

Cannabis Control 

Act Cannabis 

Management 

Corporation Act 

Cannabis Regulation 

Act                               

Act to constitute the 

Société québécoise du 

cannabis (SQDC) 

The cannabis 

control 

(Saskatchewan) 

Act The 

cannabis control 

(Saskatchewan) 

regulations 

Cannabis 

control and 

regulation act 

施行     

規制当局 

Provincial cannabis 

committee 

Cannabis 

management 

corporation 

Société québécoise du 

cannabis 

Cannabis 

Authority under 

the 

Saskatchewan 

Liquor and 

Gaming 

Authority 

Yukon Liquor 

Corporation 

Cannabis 

Licensing 

Board (2019) 

最小年齢 18 21 19 19 

個人の所持 

限度 

大麻 30 g または等

量の 合法大麻製品 

大麻 30 g または 等量の

合法大麻製品 

大麻 30 g または

等量の合法   

大麻製品 

大麻 30 g また

は等量の合法 

大麻製品 

家庭での栽培 
世帯当たり大麻草最

大４本 
家庭栽培不許可 

世帯当たり大麻草

最大４本 

世帯当たり大麻

草最大４本 

個人間での 

共有 
    

小売り限度  

乾燥大麻 30 g または相当

量/１回訪問 Société 

québécoise du cannabis 

乾燥大麻 30 g  

または相当量 

乾燥大麻 30 g 

または相当量 

THC 最大含量  

大麻の THC 濃度は、重量

あたり 30%を超えてはな

らない。 

固形の食用大麻製品は、

パッケージあたり 10mgを

超える THC が含まれては

ならず、識別可能な部分単

位 ご と に 最 大 5mg の

THC。液体の食用大麻製

品は、容器あたり 5mg を

超える量の THC が含まれ

ていてはならない。 

 

  

 



 
プリンスエドワ

ード島 
ケベック 

サスカッチュ

ワン 
ユーコン 

商用生産  認可生産者 認可栽培者  

商用流通 

流通:公共  

対面小売:公共 

オンライン小売: 公

共 

流通:公共  

対面小売:公共  

オンライン小売: 公共 

流通:公共  

対面小売:公共  

オンライン小売: 

個人 

流通:公共  

対面小売:公共 

オンライン小売:

個人  

食用大麻に 

関する制限 
 

ケベック州で提供される

食用大麻製品は、菓子、

デ ザ ー ト 、 チ ョ コ レ ー

ト、または 21 歳未満の者

に魅力的な製品であって

はならない。 

  

宣伝・広告、 

包装、 

ラベル 

 

大麻、大麻のブランド、

大 麻 生 産 者 、 ま た は

SQDC を宣伝するための

直接的または間接的な広

告は禁止。 

看板広告は、SQDC のア

ウトレットの内側からの

み見える場合は一部許可 

 

先住民保護区にあ

る大麻小売店の運

営者は、独自の監

視の枠組みを開発

できるという条件

で、大麻規制(サス

カチュワン州)改正

規則の要件を免除

される 

 

地域ごとの 

大麻税 

（カナダ財務

省） 

大麻の花:0.75 ドル/g  

トリム:0.225 ドル/g 

種子/苗 0.75 ドル  

購入者に配達された

場合の課税額の 7.5% 

 

大麻の花:0.75 ドル/g 

 トリム:0.225 ドル/g  

種子/苗 0.75 ドル  

購入者に配達された場合

の課税額の 7.5% 

 

大麻の花:$0.75/g

に基本量の 6.45%

を加えたもの  

トリム:$0.225/g

に基本量の 6.45%

を加えたもの 

 種/苗:$0.75 の種

に基本量の 6.45%

を加えたもの購入

者に届けられたと

き 7.5%に大麻製

品の課税額の

6.45%を加えたも

の (合計適用率

13.95%) 

大麻の花:0.75

ドル/g  

トリム:0.225 

ドル/g  

種子/苗 0.75 

ドル 

 購入者に配達さ

れたときの課税

額の 7.5% 

 

大麻使用に関

する制限 

私有地を除くすべて

の場所で大麻喫煙は

違法。 

ただし、特定の公共

スペースではいくつ

かの例外あり。 

 

たばこを吸うことができ

る区域 (大学と CEGEP キ

ャンパスを除く)を除くす

べての場所で大麻喫煙は

違法。 

 

私有地や住居以外

の場所で大麻喫煙

は違法。 

 

私有地や住居以

外の場所で大麻

喫煙は違法。 

 

 

 



附表３ ウルグアイにおける非医療目的の大麻使用の合法化と規制 

 

 ウルグアイ 

法手続き 政府、国内法 

法律名 Law No. 19.172 

議決 2012/12 

施行 2014/8:個人栽培、 2014/10:栽培者クラブ、2017 半ば:薬局での販売 

規制当局 Institute for the Regulation and Control of Cannabis (IRCCA) 

最小年齢 18 

居住制限 ウルグアイ市民権または永住権 

個人所有制限 
個人：月に最大 40g 購入可 

その後の規制では、制限は週に 10 g 

家庭での栽培 大麻の花 6 本。年間 480g を超える大麻収穫は許可されていない。 

個人間の共有 家庭でのみ許可 

小売り制限 40g/月、10g/週(薬局を通じて登録ユーザーに販売) 

小売価格設定 政府による価格設定 

課税後の 

ｇ当り 

平均小売価格 

5 g あたり 265 ウルグアイペソ(グラムあたり約 1.2 ドル) 

THC 最大含量 すべての製品は、CBD3%以上、THC9%以下を表示 

登録 IRCCA により、3 つのアクセス・モードのいずれかに対応 

商用生産 認可生産者 

商用流通 認可薬局 

食用大麻に 

関する制限 
 

宣伝・広告 禁止 

税 無税、ただし IRCCA は将来課税予定 

大麻クラブ 

15～45 人のメンバーを持つクラブは、大麻草最大 99 本の栽培可。 

会員 1 人あたり乾燥製品年間最大 480g。 

 

使用制限 ウルグアイの大麻法は、たばこ喫煙禁止の屋内の公共スペースでの大麻使用禁止 

医療用大麻 
2013 年:可決(法律 19.172)。政令第 46/015 号。 

現在、薬局で処方箋付きオイル(CBD)と CBD 入り化粧品販売。 

 

 

 

 


